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「幻のヨーロッパJ?: 

欧州政治共同体をめぐって 1952-1954(コ

川嶋周一

一一《論文要旨》

第 81巻，第 1・2号に掲載された前篇に引き続き， 1952年から 54年にかけて議

論された欧州政治共同体の構想、について，一次史料に基づいて多角的に検証する。

後篇たる本稿は，とりわけ 5回の外相会談と l回の政府間交渉が行われた 1953年

における六カ国政府の思惑と交渉の展開を詳しく検討し，六カ国政府が欧州政治共

同体に対して何を期待し，どのような共同体を志向していたのかを明らかにしたい。

さらに，実現がほぼ困難となった 1954年における交渉を検討し，欧州政治共同体

の議論に関わる全体的な論点を指摘することで，欧州政治共同体とは何だったのか

について，一応の結論を明らかにする。

キーワード:ヨーロッパ統合史， EU， ヨーロッパ統合，欧州政治共同体，共同市

場，経済統合，迷邦主義
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政経論叢第 82巻第 1・2号

第四節 EPCに対する独仏の態度:海外領土に揺れるフランス

と西独の実利的連邦主義

第三節で見たように，オランダとベルギーがいち早く EPCに向けた政府

内の意見調整と統一見解の策定に動き始めたのに対して， ECSCの中軸固た

る独仏二カ国は，対照的な， しかし本質的には相似的な対応を EPCに対し

て取ることになる。とくに， EDC構想、を生んだフランスの対応は， EPC構

想、が政府間協議に上る 1953年から 54年にかけて，一貫して EPC構想の成

否に関わる枢要なものであった。本節では，政府間協議が本格化する 1952

年 12月から 53年 3月にかけての，このドイツと西独の EPCに対する態度

について検討を加える。

フランスの方針転換:統合と反統合の聞で

ルクセンブルグ決議の採択からアドホック議会の設立，そしてそこから生

まれた憲法委員会による「ヨーロッパ憲法」草案の採択は，連邦へ向かうヨー

ロッパの理想主義の頂点であったのと同時に，その草案の中には，すぐ後に

控えている奈落への落とし穴が潜んでいた。これに加え，見過ごすことので

きない方針転換が EPC交渉の中で同時に起こった。 1953年 1月にフランス

の首相がピネー (AntoinePinay)からマイエル (ReneMeyer)へと交代

し，それに伴い外相もシューマンからどドーに変わったことである。シュー

マン (RobertSchuman) とビドー (GeorgesBidault)は共に MRPに所

属していたが，モネ CJeanMonnet)がシューマン経由で発揮していたフ

ランス外交への影響力をビドーはシャットアウトさせ，自らが積極的に外交

に打って出た。

とはいえ， ビドーによる非シューマン的な路線はビドーの登場以前から，
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外務官僚を中心に既にある程度既定路線と言えた。 1953年 1月には既に，
ケドル

フランス外務省の政治局局長のセイデュ (FrancoisSeydoux)は， EPCに

ECSC ・EDCを包摂する以上の機能を与えないこと，それゆえ憲法委員会

で進んでいた連邦主義的な制度設計に反対すること(ただし民主主義的な統

制は ECSC・EDC内でも必要として，この点には反対ではなかった)，フラ

ンス連合への悪影響を可能な限り排することの三点を要点とする覚書を作成

しているω。外務省政治局および経済財政局にとって， EPCにECSC・EDC

以上の新しい権限を配分しないこと，執行権の超国家的機構の独占への反対

という二点は， EPCへの対応の基本ラインだった。

フランス外交の基盤により踏み込んで EPCの是非を論じたのが，匿名で

作成され， ビドー官房に残された覚書だったへこの覚書では， EDCを管

理する政治的共同体は不要であるが，既存の共同体の民主的統制の導入，

ECSCとEDC聞の調整機能の必要性から EPC的な存在は必要になると論

じられた。興味深いのは，当時既に提起されていたベイエン OohanWi11em 

Beyen)の経済統合構想を想定してか，経済社会統合の進展を受けて共同市

場を設立することを， この覚書は擁護していることである。具体的には

ECSCの活動をより進めるためには，広範囲の経済・社会統合を進める必要

があることを指摘しており，これはベイエン構想に対応していると言える (3)。

しかしこの時点では，フランス政府内の態度は一貫していなかった。外務省

の対外経済局と財務省聞の 2月初頭の協議では，経済省国際関係局局長クラ

ピエ (BernardC1appier)などの経済省側が共同市場の創設に好意的な態

度を示すのに対して，外務省でヨーロッパ統合の経済問題を担当する部署で

ある経済財政局経済協力課のウォルムセル(OliverWormser)は統合に反

対だったω。ウォルムセルを抱える外務省経済財政局は，共同市場がフラン

ス経済に与える悪影響を，単一通貨制導入に伴う財政政策上の主権喪失，関

税障壁撤廃に伴うフランス社会構造の動揺，外国人労働者のフランス社会へ
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の流入，植民地(フランス連合)との経済関係の四点から，現状以上の経済

統合への進展に難色を強く示した〔目。ケドルセは早い時点で，対外経済の観

点から， EPCにおける経済統合の計画を支持することは難しいと考えてい

たのである。

しかし恐らく 53年 2月に作成されビドー官房に残された覚書の最も特筆

すべき点は，当時の欧州統合に対するケドルセの主要官僚の抵抗感とその理

由を明言していることである。覚書では， EPCが連邦主義的に設立される

べきかそれとも国家連合的かという対立軸は，この論争の本質を表していな

いと断じ，フランスにとっての問題は， EPCがヨーロッパを取るかフラン

スを取るか，という選択を突きつけている点にあるとしているω。フランス

は，世界大の使命とヨーロッパ的使命を調和しなければならなL、。それゆえ

覚書では，フランスが認識すべき次の三つの前提条件を挙げる。 ECSCが既

に成立しており欧州各国が共通の任務にあたらなければならないこと，大陸

欧州、|のなかでフランスだけが国連安保理の常任理事国であるのと同時にドイ

ツに対して権利を留保していること，フランスだけが旧植民地共同体である

フランス連合を有していることであった(九

これをうけて，当該覚書は，以下のような共同体像を望むべきものとする。

すなわち，欧州統合組織は設立されるべきであるが， ECSCが設立されてい

る以上いまさら国家連合的な制度を導入するのは不適切であるし，連邦主義

的にすべての領域を統合すれば，フランスがソ連に対して有しているドイツ

問題への発言権はどうなるのか。また既存の二共同体にはフランスの海外領

土は含まれていなし、。それゆえ，フランス連合を維持するためには共同市場

への参加を取りやめることがまず必要である。こうして，制度的には主権国

家が主権を保持したまま共同体に参加し，主権国家の共同体の集合体として

ナショナルな要素と共同体的要素を均衡させることが，設立する政治共同体

の制度的思想、のなかに取り入れられなければならないというのであるω。
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このような機能主義的な超国家性よりも，当時の国際状況に基づくフラン

スの多層的な国際的地位に応じた欧州統合への対応を優先する姿勢は， 53 

年 2月 11日に， ビドー邸で開催された外務省幹部との会談でほぼ確定し

た(九当時の最高幹部に加えその後のケドルセの中核を担う中堅幹部がそ

ろったこの会議で，ビドーと外務官僚は率直な意見交換を行い，連邦主義者

として憲法委員会で EPC草案作成に従事したテトジャン (Pierre-Henri 

Teitgen)による EPC擁護にも関わらず，現状のフランスでは EPCが難問

をもたらすという点で，両者は見解を一致させたのでで‘ある(帥1叩叫0的)

この会議で一番問題となつたのは， EPCの性格および EPCにおける経済

領域とフランス連合をめぐる問題だった。二院制および下院の普通選挙の導

入といった制度的な問題は，この会議では殆ど問題にならなかった。外務次

官のパロディ (AlexandreParodi)は，フランスが旧植民地の海外領土に

多大の投資と財政援助をし，その海外領土を基盤としてフランスが世界大の

責任を果たしているのに対して，他国はなんら財政的負担をしないままで

EPCを形成すれば，そのようなフランスの特権と義務は消滅するばかりか，

いずれ再統一するドイツに欧州の重心が移り，フランスは世界的にも欧州的

にも存在感を喪失すると発言する(川。つまり，フランスが選ぼうとしている

共同体は，フランスの主権が喪失するものであり，フランスは「独立国とし

ての地位」を失うというのである。このパロデ、イの言明に呼応して，セイデュ，

ドゥ・ラ・トゥルネル (Guyde la Tournelle)，ソーヴァニャルグ(Jean

Sauvagnargues)とL、った外務省の中堅幹部からは同様に， EPCの参加に

よってフランスが弱体化するという懸念が表明された。テトジャン側に立っ

て，統合に積極的な姿勢を示したのはアルファン (HerveAlphand)だけ

だった(12)。

その中で，経済統合の具体的な問題を論じたのがウォルムセルだった。

1933年にケドルセに入省して以降，ほぼ一貫して経済畑を歩いてきたウォ
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ルムセルは，交渉の西独側のカウンターパートナーとなるハルシュタイン

(Walter Hallstein)から反独・反欧州的心'性なるも人並なずれた頭脳の持

ち主として評価されω，54年からは経済財政局局長に就任した後は駐ソ大

使として 66年に転出するまで，フランスの欧州|統合政策を外交の現場で担

い続けた人物だった。後のローマ条約交渉においてフランス代表を務めるウォ

ルムセルは，この EPCにおける経済統合問題でも，フランス代表の前面に

立つことになる。

ウォルムセルは，憲法委員会草案ならびにベイエン提案が想定する全般的

な経済統合について，以下の二点を理由に批判した(ヘ第一に，全般的共同

市場はフランスにとって得にならないというものである。フランスの工業は

原料を輸入して加工する産業が主流だが，全般的共同市場を構築しでも，欧

州国内からそのような原料を調達できる訳でなく，欧州|大の共同市場を構築

しでも，フランスは輸入国で有り続ける。であれば，原料調達元であるフラ

ンス連合との関係が依然として重要となる。第二に，共同市場を実現するの

であれば，農業を含め幾つもの経済セクターを同時に近代化することが必要

となるが，現状ではそのような多数のセクターの一斉的調和化は非現実的で

ある，という理由だった。

これに対してビドーは， ミニマリストであることを強調するものの，フラ

ンス連合についてはまだはっきりとした決断を取れずにいた。ビドーは，ヨー

ロッパ統合の必要性とフランスの世界大の役割を果たし続ける必要性の双方

を指摘しつつも，フランス連合の問題については， rヨーロッパの一員であ

ると同時にヨーロッパの一員ではないことが必要だ」として，明言を避け

た(日〉。しかし，ケドルセの経済財政局と政治局はどちらもフランス連合の

EPC包摂に反対しており， ビドーが政治的にこの問題の決着に動かない限

り，この論点がフランスにとって EPC受け入れの最大の障害になっている

ことは変えようがなかった。そして一貫して，フランス連合をめぐる問題が，
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フランスが EPCに対して消極的な態度に終始する，最大の要因であり続け

るのであった。

1952年から 53年にかけて，シューマンからビドーへの外相交代を契機と

して，農業共同体交渉と同じく，フランス政府の欧州統合に対する態度は，

積極的から消極的へと大きく変わった。この方針転換は，これから見るよう

に，ヨーロッパ統合の動きをブロックさせることとなる。 1954年 8月末の

国民議会における EDC条約の否決に至るフランスの統合への離反は， 1953 

年から既に明瞭にあらわれていたのである。

戦後西独の外交的枠組みと実利的連邦主義

他方で， EPC交渉の中核国の一つである西独の対応は，構造的にプラク

テイカルな連邦主義に彩られていたが，それは当時の西独の外交政策と国際

環境に大きく影響されたものだった。ここでは， EPCが議論されていた 53

年前後の西独の EPC政策への基本的視座を認識するために，今一度戦後西

独の外交的枠組みと国際環境について確認しておこう。

EPCを議論していた 1953年という時期は，戦後敗戦国として被占領国の

状態から出発せざるを得なかった西独にとって，まだ外交を取り巻く所与の

条件が形成されていない創成期の只中にあった。ドイツは分裂国家として再

統一という厄介で特別な外交目標が西独を拘束し，西独の主権はいまだ完全

には回復しておらず， くわえて安全保障秩序への組み込みも論争の真っただ

中にあった。 EPCの母体である EDCは，西独にとってはヨーロッパ統合と

いうよりも安全保障秩序にかかわる問題であり，むしろ注目しなければなら

ないのは，そのような外交的方向性が未決の中で， ヨーロッパ統合が，もっ

とも方向性が定まった外交政策として西独を包み込んでいたことである。な

ぜならそれは，冷戦構造によってシビアな影響を受ける西独にとって，大西

洋世界との結合，西ヨーロッパ内での結集，そして共産主義ソ速に対する対
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抗を一挙に実現するために，ヨーロッパ統合はうってつけの手段だったから

であった。それに加えて， ドイツ国内においてプロイセン的プロテスタント

世界と対抗するライン地方のカトリック世界に生きるアデナウア一首相

(Konrad Adenauer)にとって (Loth，2004)，当時の仏伊ベルギーの政権

がキリスト教民主主義政党(フランスは MPR，イタリアは DC，ベルギー

はPSC)に主導されていたことは，カトリック的ヨーロッパの統ーという

点でも望ましいものであった(6)。

しかし，そのような連関性ゆえに， ヨーロッパ統合は西独の主権回復と安

全保障秩序への組み込みと不可分であり， 52年のスターリン・ノートによっ

て大きく国内が揺さぶられている西独にとって， EPCのプロジェクトが当

初望んだようなヨーロッパ統合の完遂という目標は，時期尚早のアジェンダ

だった。と同時に，西独にとって西側世界との結合(西側結合 Westin-

tegration)以外に，基盤的な外交的方向性はありえなかった (Haftendorn，

2006: 40)。このような条件下では，ヨーロッパ統合へのプライオリティは，

外交的な主権回復や共産主義からの庇護の一手段としてなされなければなら

ず，それゆえアデナウアーは早くからヨーロッパ審議会へのメンバーシップ

を希求すると同時に，西側結合の下部類型としてのヨーロッパ統合を積極的

に支持したのである。

しかし，これまで見てきたように，ヨーロッパ統合を実際に実現すること

を検討し始めると，経済統合の問題は不可避であった。ここに，当時の西独
コンフィギュレーション

特有のヨーロッパ統合に対するパラメータ構成が生成される。すなわち，西

独は，統合に対する消極性(後述)と積極性(西欧内の結束重視)の間で揺

れ動いていたこと，外交を主導するアデナウアーと圏内経済政策を統括する

経済相エアハルト (LudwigErhard) との間で，統合に対するきわめて強

い意見の相違があったこと，この相違が外務省と大蔵省との路線対立へと転

化していったこと，そしてこの対立が EPC交渉時期においては解消できな
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かったことである。

全般的な条件として西独は統合に積極的な構造に組み込まれており，実際

これまで述べてきたように，西独はフランスと対比してイタリアとならぷ連

邦主義的な立場に立って EPC交渉を進めていた。しかし西独は EPCの設

立に際してザール問題を抱えており，これが，西独が諸手を挙げて EPC推

進することを妨げる要因になっていた。ザール問題とは， EPCを構成する

上院は加盟国毎の代表によって構成されることが想定されていたわけである

が，当時特別の国際的地位にあったザールに，西独ともフランスとも異なる

独立した主体として上院に代表を送り込むことできるかどうか，という問題

であった。フランスはザールの EPC上院参加を，ザール独立への道にそっ

た当然の措置と考えていたのに対し，ザールの独立に反対する西独は，ザー

ルが EPC上院に代表権を持つことに反対した。ザール問題は， EPC交渉の

行方を左右する隠れた要因でもあった。

このような条件を考えると，西独がEPCに対して連邦主義的な立場をとっ

たのは，一面でアデナウアーのカトリック的なヨーロッパビジョンを反映し

ていたのに加え，経済統合に関するエアハルトとの対立の中で，連邦主義的

統合への志向が，両者の均衡点となったからだった。それは経済統合と制度

設計に関する経済省と外務省の以下の二点の議論に見て取ることができる。

第一に，西独の関係省庁は，ベイエンの構想を受けて共同市場の設立を実

現するに必要な事項を議論し始めたが，そのなかで強調されたのが，加盟国

間の通貨交換性の回復と GATT等を舞台とする自由貿易の徹底的推進だっ

た(17)。特に，通貨の交換性の回復と加盟国の財政的安定を達成することが共

同市場設立の必要条件と経済省は見倣したが，これは逆に言えば，共同市場

設立案を実質的に時期尚早と考えていたことを意味する。ただし，経済省自

身は， 5月のアドホック議会で採択された EPC草案で政治共同体に経済的

権限を付与し，共同市場の設立を議論することになった以上，どのような形
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態であれ，経済・通貨・財政政策を検討するためには， EPC交渉に西独経

済省がかかわることが必要だと考えてL、た(8)0 53年の前半ではまだ，経済

統合の進展させるために， r垂直的」統合か「水平的」統合かという問題に

ついては決着がついていなかったo九西独経済省はベイエン構想を奇貨とし

て西独省庁間内でのヨーロッパ統合問題における発言力を確保しようとし，

実際にその後経済省の官僚が EPC交渉で大きな役割を発揮することになる。

第二に，西独は EPC全体で考えていた制度設計として， ドイツを模した

連邦制の導入を支持していた。これは， ドイツのような州政府と連邦政府と

の役割分担を明文化したような連邦主義的な制度を EPCにおいて導入する

ことを支持していたことを意味する。それゆえ，このような連邦制では，連

邦政府に当たる機構は，いわゆる「超国家的」な機構とは異なる。べイエン構

想への対応を協議した西独経済省と外務省聞の会談では， EPCによって設立

される連邦的ヨーロッパにおいて，最高機関は権限配分権限 (Kompetenz・

Kompetenz)を有するべきではないことが合意された(2九少なくとも経済

省内部での議論では，経済的な統合推進のために設立される共同市場のため

に必要な共同体レベルの権限は，明確に法で事前に定められることが必要で

あること，共同体レベルの権限と加盟国政府の権限が明確に分別され両者が

役割分担を行うことが強く意識されてL、た(2九したがって，加盟国政府と共

同体機構との間では，加盟国政府が共同体に主権を移譲するのではなく，経

済・財政政策の加盟国間協調の際に必要な限りにおいて，共同体機構が加盟

国の主権を制限することが行われるべきであって，加盟国が共同体に部分的

にも主権を移譲する訳ではないとされた。経済省の計画局局長ミューラー=

アルマック (AlfredMuller-Armack)は，共同体が主権を移譲されるので

あれば共同体は「ディリジズム」の誘惑に屈する，と考えてL、fこ(2九

このように，当時の西独の EPC政策は，連邦主義に基づく制度的枠組み

をめぐる省庁聞の合意が存在した一方で，共同市場に向けた経済的統合の手
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法をめぐってはまだ議論が続いている状況にあった。それゆえ，経済統合に

関しては経済省内で議論を進めつつも，統合への積極性な態度を示すために

も，戦術的に連邦制擁護の姿勢を示したのである。それゆえ，西独の EPC

に対する姿勢は親統合で積極的であったにもかかわらず，どこか真剣味にも

欠けていた，実利的連邦主義とでもいうべき態度に彩られていた。

第五節 1953年における EPC政府間協議

政府間交渉における EPC議論:超国家性と経済統合への指針

第二節の終わりで見たように，ヨーロッパ憲法草案 (EPC条約草案)の

採択と当該草案の六カ国外相への受託は， EPCの交渉が新しい局面に入っ

たことを意味した。 38条に規定されていたように， EPC草案を実現する政

府間会議が始まることとなったのである。この政府開会議こそ， 1953年 9

月から 10月にかけて 3週間にわたって行われたローマ外相代理会議だった。

この外相代理会議は， 53年に開催された五回にわたる ECSC外相会談(ロー

マ，ストラスプール，パリ，ノ〈ーデンバーデン，ハーグ)の一環として開催

されたものであると同時に， EDC条約に基づいて開催された唯一の公式な

政府間会議でもあった。 53年のこの一連の外相会談における議論こそ，六

カ国政府が政治共同体に正面から対時した瞬間でもあった。

さて 1953年外相会談は， 2月のローマ会談で幕を開ける。この会談の最

大の議題は，前年 12月にオランダ政府が五カ国に提示した経済統合提案に

ついてだった。第三節で触れたこのベイエン構想は，憲法委員会においては

論点として提示されつつも重視されなかった経済統合の必要性を指摘し，具

体的には関税同盟の実現を求めるものだった(遠藤編 2008b)。しかし第二

節でみたように，ベイエン構想に対する見解は否定的なものが大勢を占め，

そこでオランダは，このローマ会談の直前の 2月 14日に，自らの経済統合
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構想、の修正版を六カ国に提示した。ここで初めてオランダは， EPCにおけ

る経済統合の目標として「共同市場 marchecommunJという用語を使用

して，人と商品の自由移動が可能となる欧州の経済圏の構築を打ち出した倒。

ただし，この第二覚書の文面は，六カ国が共同市場の構築に向けた関税規定，

財政規定，その他経済政策的取り組みと，その実現に向けた障害を緩和する

ような例外条項の整備の必要性に留まっており，そのような経済統合をどの

ような制度的な枠組みの中で実現するかという点には触れていなかった。

しかしローマ外相会談においてベイエンは，経済統合の実現とそれに必要

な超国家的機関の設置，そして閣僚理事会も経済統合政策に関与することを

訴えた(制。その骨子は，経済統合を特定のセクターで進めることで他のセク

ターへの波及を図ること，またそのような統合の第一歩は関税同盟によって

開始すること，加盟国間で形成される単一市場の調整に必要な権限が共同体

に帰属すること，取り分け例外条項が共同体の超国家的機関の管理下で運営

されることにあった(制。この経済統合の議論は次回のストラスプールでの会

議 (EPC草案をアドホック議会で採択するのに合わせて開催予定だった)

で詳しく検討されることとなったが，アデナウアー，デ・ガスペリ (Alcide

De Gasperi)は経済統合を原則的に同意していたし， ビドーもその検討の

必要性は認めていた。むしろ問題は経済統合における超国家的機関の設置の

必要性についてであり，ファン・ゼーランド (Paulvan Zeeland)は注意

深く超国家性についての言及を回避し，アデナウアーはその必要性に疑問を

明示し，そしてルクセンブルグのベック(JosephBech)は権限が明確にさ

れていない段階で超国家的機関に主権を新たに移譲することはできないと明

言するなど，賛同者を得ることができなかった(2九つまり，ベイエンによる

経済統合と超国家的機関の設置の二重の要求は，前者は EPCにおける議論

として引き続き議論されることが明らかだったのに対して，後者については，

当初より議事日程化することを他国から拒否されたのである。
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このように 2月のローマ会談では，ベイエンの経済統合提案は，原則的に

EPCの権限が ECSC・EDC以外にも及ぶこと，また経済問題の協議が必要

である点はどの外相も同意したが，経済統合を実現する手段として関税同盟

が適切であるかどうかについては判断が保留された(2九この問題は，単なる関

税障壁の撤廃にとどまらず，とりわけ通貨交換性の問題にも触れる側，専門

家を交えたさらなる検討を要する課題であることが明らかだったからである。

フランスも同様にベイエン構想に懐疑的だった。それは，なにより経済統

合を EPCの権限に含めること自体に反対だったことに加え，関税同盟と共

同市場の構築がもたらす複雑な問題が背景にあった。ウォルムセルは，ベイ

エン構想がプール・ヴェール構想に置き換わる包括的な農業・経済統合構想

であると考えた(制。しかし彼によれば，農業だけでなく経済全般にかかわる

共同市場の構築には，以下の四点の問題が考えられた。第一に，共同市場の

構築に不可欠な単一通貨の導入に伴う財政主権の喪失について，第二に，関

税障壁の撤廃に伴うフランス産業への影響について，第三に，人の自由移動

に伴う外国人労働者の流入に伴う問題について，第四に，フランス連合との

関係について，最後に第五に，六カ国の共同市場と世界経済の関係について，

であるω。フランスは常にヨーロッパ統合の必要'性については否定していなかっ

たが，統合の現実的帰結が自国の政治経済状況に及ぼす影響も同様に考えて

いた。関税障壁の撤廃と労働者の自由移動を実現することは，その当時のフ

ランスの社会経済状況を鑑みれば，あまりに現実味に乏しかったのである(叫。

「フランスは我が祖国，ヨーロッパは我が運命J:ストラスプールにおける

EPC設立条約草案採択

第 2節の最後でふれたように， 3月 11日のストラスブールでのアドホッ

ク議会総会での EPC設立条約の採択は， このような政府間協議が進む中で

行われたものだった。このストラスブールでの外相会談で問題になったのは，
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このストラスブールで果たされたアドホック議会による EPC設立条約草案

の採択の意味である制。ベイエン，アデナウアー，デ・ガスペリはこのアド

ホック議会による EPC条約の採択が EDC条約 38条の規定に合致するもの

として，採択から 3カ月以内の政府間協議開始を主張した問。特にオランダ

は，経済統合にむけ遅滞なく準備を進めるための覚書を作成し，準備委員会

を立ち上げて EPC条約の検討を進めることを提案した(叫。この点に関し反

対したのがベルギー，ルクセンブルグ，そしてフランスだった。ファン・ゼー

ランドとベックは六カ国による会議開催が必要であることに同意しながらも，

それが 38条の規定に即した会議とすることについては反対し(汽ビドーは，

開催される会議は 38条とは無関係であることを求めた制。ただし，このファ

ン・ゼーランドとビドーとの考えには相当の聞きがあった。ファン・ゼーラ

ンドは，すぐ後にみるように，超国家的統合については強L、抵抗を示すもの

の，その手法に縛られない統合の幅広い領域での検討にはむしろ積極的な姿

勢を見せたのである(側3訂紛7η)

確かに，ストラスブールでの EPC設立条約草案採択の結果，同草案は六

カ国外相の手に受託され，欧州共同体の設立は政府間交渉の正式な議事日程

に上ることになったことを否定する国はいなかった。そのために， 5月に次

の外相会談を持つことについては六カ国間で異議は出されなかった。しかし，

この次回の外相会談が EDC条約第 38条に定められた政治機構設立を検討

するための会議なのか，それともそれとは無関係の会議として位置つeけられ

るのか，という意見の対立は， EPCの設立にむけて政府間交渉がどれくら

い制度化されうかという点に本質的に関わるものであり，この二つの立場の

収数はストラスブールでは解決されなかった。それゆえコミュニケには，単

に次回の会合を 5月 12日に持つ， としか記されなかった(掛。

短い EPCの季節にあって，一般的には，ストラスブールでの EPC設立

条約の採択は，欧州、|の共同体構築にむけた期待が最も高まった時とされる。
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確かに，ストラスブールでのアドホック議会の開催時に，開催国の代表とし

て演説を行ったビドーは「フランスは我が祖国，ヨーロッパは我が運命 (La

France: ma patrie， l'Europe: mon destin) J<39) と宣言し，その期待が多い

に膨らんだことは間違いがなかった。しかし同時に，その裏側で聞かれてい

たストラスブールでの外相会談は，六カ国聞の溝がいかに埋めがたいもので

あるかをお互いに知る機会となった。

これから見るように，論点は多岐にわたり対立軸は錯綜していたが，スト

ラスブール会談からパリ会談にかけての議論の推移において重要なのは，政

府間交渉における超国家的統合の志向性が明白に後退し，その代わりに，経

済統合をめぐる論点が正面に据えられたことである。この議論の展開は，

EPCに対しでもっとも消極的なフランスが，六カ国の中で劣勢の状況下で

もっとも現実的な路線として，連邦主義的な統合に積極的な独伊と経済統合

と超国家的機関の設立を主張するオランダと比べて，相対的に穏当なファン・

ゼーランドのベルギーに近い立場を選択したからである (40)。

そのファン・ゼーランドは，ストラスブール会談終了後から活発に EPC

交渉に対して注文の口火を切る。ファン・ゼーランドの要求とは， EPC設

立条約の無期限化への反対，上院のパリテ，閣僚理事会権限の強化，そして

EPCの経済統合への参与の四点であった(4九最初の三点は， EPCの超国家

的性質を薄め，より「国家連邦的 ConfederalJな方向性を志向していたの

に対して(ベ最後の点は，フランスにとっては看過できない経済統合強化を

志向していた。

前節でみたように，フランスは経済統合の問題に対して強く抑制的な態度

を保っていた。 2月のベイエンの修正案の提案以降，経済統合の問題はフラ

ンスにとって想定以上の展開を見せており，ただでさえ経済統合に対しては

否定的だった外務省経済財政局は，特に労働者と商品の自由移動を実現する

共同市場の実現に対し，フランスの社会経済にとって強L、悪影響をもたらす
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と，反対の姿勢を崩さなかった倒)。

EPC政府間交渉における対立軸

いずれにせよ，政府間協議における EPC交渉は， EPCがそもそもどのよ

うな共同体なのか，という問題を根本に抱えながら，その具体的な組織形態

を巡る問題と，経済統合の実現のために必要な制度と政策措置の実現をめぐ

る問題の二側面に分かれながら，六カ国で議論が進むこととなる。六カ国に

おける EPCをめぐる対立は複雑であり，ここでは先にこれ以降の EPC交

渉で基線となる六カ国聞における対立について術敵しておきたL、。議論を整

理すれば， EPCをめぐる論点は①EPCの性格，②EPCの権限の拡大，③執

行権の保有者，④閣僚理事会の権限，⑤上院の構成，⑥経済統合の六点にま

とめられる(表 1参照)(叫。①から⑤までが，前述で言うところの具体的な

組織形態をめぐる問題であり，⑥が経済統合・共同市場に関する問題である。

第一の論点は，そもそも EPCがどのような性格をもった共同体なのか，と

いう問題に対応するものである， EPCはECSCとEDCの二共同体を上か

ら統御する共同体なのか，それ以上の一般的なヨーロッパ共同体なのか，と

表 1EPCの対立軸

EPCの姿 権限拡大 執行権 対外政策 上院 経済統合

フランス ニ共同体 否定的: 閣僚理事会 ニ共同体踏襲 パリテだが 否定的

Coiffe 全会一致承認 問題視せず

西 独 ドイツ的連邦 肯定的: 欧州政府 新権限付与 加重性 推進的

自動的

イタリア 連邦的 肯定的: 欧州政府 新権限付与 加重性 弱く推進的

自動的

ベルギー 国家連邦 肯定的: 閣僚理事会 パリテ閣僚 推進的

全会一致承認 +欧州政府 理事会

オランダ EEC的 肯定的. 閣僚理事会 二共同体踏襲 加重性選出 強く推進的

経済領域優先 +欧州政府 制j

ルクセン 二共同体 否定的: 閣僚理事会 二共同体踏襲 パリテ閣僚 保留的(農

プルグ Coiffe 全会一致承認 理事会 業除外希望む
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いう点である。この問題はより具体的には EPCの権限拡大に関する規定に

ついて議論となった。というのも， EPCがECSCとEDCを統御すること

を目的とする共同体であれば， この二共同体以外に関連する政策領域に

EPCは権限を持つのだろうか。二共同体の政策領域とそれに関わる権能を

EPCが持つことについては議論の共通了解だったが，それ以上の権能をど

のように拡大していくかについては，すべからくあらゆる権限に拡大すると

考える国家と，加盟国すべての了解がなければ拡大はできないと考える国家

に別れることとなった。第三の論点は， EPCの政策を実際にどのような機

関が行うのかという点に関してであり，これを完全な超国家的機関が実施す

るという立場と，加盟国の代表によって構成される合議体が政策を進めると

いう立場に別れた。第四の論点は， EPCが持つ対外的な側面について，

EPCが連邦であるとするならば当然に対外的な主権を持ち，対外政策を行

うこととなる。この点について， EPCが持つ対外政策の姿について ECSC.

EDCに規定されている対外政策の権能をそのまま踏襲するとする立場と，

より広範囲な対外政策を EPCは執り行うという立場に別れることとなった。

第五番目の論点については，経済統合が EPCにおいてどれくらいのプライ

オリティを持ち，またどの手筈の下で実施されるべきかについてである。

大きく分ければ，政府間交渉が始まる 1953年初頭においては，憲法委員

会の時と同じく，西ドイツとイタリアは最大限の政治統合の達成を主張する

「マキシマリスト」であったのに対し，フランスは「ミニマリスト」でオラ

ンダ・ベルギーはその中間だった。このような対立構図は，実際フランス自

身が認識していたことでもあった(45)。ルクセンブルグは，ベネルクスの一員

としては例外的に，この EPC交渉ではほぼ一貫してフランス側に立ちフラ

ンスの交渉主導を望んだ。独伊が典型的な速邦主義の主張をしていたのに対

して，オランダ・ベルギーはどちらかと言えば加盟国による共同体統御の余

地を残すことを主張していた。他方で，この四カ国は， EPC枠内での緩済
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統合実施を強く望んでいた点で，フランスとルクセンブルグと強く対立した。

要するに，フランス・ルクセンブルグ，オランダ・ベルギー，独伊の三つの

ブロックに分かれて意見を戦わせていたのである。とはいえ， EPCにおい

て最も意見が食い違っていたのは，①EPCの権限，②政策執行主体，③経

済統合の実施方法についてであった。

パリ会談における EPC設立合意

1953年 5月 12日から 13日にかけて行われたパリ会談は， EPCを政府間

協議の場に進めるものであり，先の 3月9日の EPC設立条約草案に対して

具体的な六カ国政府の対応が開始するものだった刷。結論から先に述べれば，

パリ会談で合意された内容は，二院制を備えた EPCの下院において普通選

挙を実施して議員を選出すること，そして EPCが新しい権限を獲得する際

には全会一致での賛成を得ること，そして EPC設立条約草案の内容を協議

するために，外相の代理人としての専門家による政府間協議を行い，その代

理人会議において作成された報告書を外相会議によって検討すること，すな

わち，その後二つの政府閉会議の開催を予定していること，の三点だった(4九

ここで合意されたことは，決して EPCの設立を六カ国外相が合意した， と

いうことではなL、。コミュニケでは慎重にも， EPCの設立が必要なことを

六カ国が認め，そのために必要な議論を行うために政府間交渉を行う，と記

されている。

パリ会談におけるこれらの決定は，一方で大きな一歩だった。アデナウアー

の忠実なる片腕だった西独外務省のブランケンホルン CHelbertBlanken-

horn)は，最初の合意点だけでも， I革命的決定」であり，パリ会談の合意

内容がヨーロッパ統一に向けて大いなる前進を意味していたと称賛している

CBlankenhorn， 1980: 149-150)。しかし，二日間にわたるパリ会談は，六カ

国の主張が複層的に混じり合うものとなった。会談はまず，ストラスプール
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での外相会議での議題と同じく，アドホック議会での条約草案の提出を受け

て政府間協議を行うかどうか， という点から始まった。これは， EDC条約

38条の規定を受けてそれをどのように実行に移すかどうか，という大きな

問題と絡んでいた。デ・ガスペリ，アデナウアー，ベイエンは即急な政府間

交渉の招集とそれと並行して官僚を交えた専門家による技術的問題の交渉が

必要と認識していた制。これに対してファン・ゼーランドは厳密な 38条の

適用を主張した。これは専門家協議に議論を委任せず，政府が責任を持って

交渉に臨むことを意味した(4九会談で議長を務めたビドーもまた，政府間交

渉の開催に賛成した。しかし，その理由はファン・ゼーランドと正反対だっ

た。ビドーは，アドホック議会が作成した EPC設立条約草案が ECSCと

EDCを「上から被せる CCoiffer:コワフェ)J以上の共同体の設立を考え

ているため，政府が責任をもってこの動きを統御しなければならない，と考

えたためであった側。このビドーの抑制的な立場に比べれば，ファン・ゼー

ランドは ECSCとEDCをコワフェした以上の新しい権限を EPCが保有す

る立場を最初から明確にしてL、た(51)。

ファン・ゼーランドの立場は，このパリ会談ではそれまでと大きく異なっ

ていた。ベルギーは，経済統合に関しオランダとフランスの中聞に位置する

ような弱L、推進派の立場にいたが，このパリ会談では EPCの新権限の保有

を主張し， r共同市場に基礎を置かない EPCの設立には同意できなL、J52)と

して，経済統合に対する要求をはっきりと打ち出し，フランスと対峠するこ

ととなった。さらに制度的な組織形態に関する問題では従来の中間的な立場

から，より積極的に会談でのイニシアティブをとるようになっていった。

このパリ会談において仏独伊は， EPCの性格について， EDC・ECSCの

二共同体の民主主義的統御を行うものという点で一致した。しかしオランダ

は，さらに踏み込んで，経済統合を行う主体となることを主張する(田)。他方

で，この経済統合を政治統合に先駆けて行うか否か，という点についても意
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見は分かれた。オランダは明示的に政治統合が遅滞する場合経済統合を先行

すべきという立場であったのに対して，ベルギーは並行的，他国は政治統合

優先の態度を示す刷。経済統合については，これがベイエンによって EPC

交渉途中にアジェンダとして挿入されたことから，それ以外の四つの EPC

の制度設計の根幹にかかわるような政治統合の問題とは論理的に連結しにく

い問題だった。このようなやや孤立した問題の存在は， EPCをめぐる対立

軸を一層複雑にした。

しかし，これほど多くの意見の相違にも関わらず，外相会議は一度として

デッドロックに陥ることはなかった。ビドーの執劫な主張によって共同体声

明の中に挿入された「共同体の権限は全会一致よる決定でもって追加される」

という文言闘は，ヨーロッパ運動やアドホック議会内部のヨーロッパ主義

者から強く批判されることになるが，デ・ガスペリやアデナウアーは不満を

抱くことはあっても強く反対することはなかった。なぜならば，実のところ，

六カ国が考えていた EPC像にはある程度の共通点があったからである。そ

れは，純粋な「連邦」の形成をもはや誰も考えていないことだった。アデナ

ウアーの代理として出席したハルシュタインは，西独政府は EPCが国家に

よる共同体の構築であって，単一的な共同体の形成ではないことを明言し

た附。これは，西独が考えていた EPCの連邦制とは，ょうするにドイツの

速邦制度をなぞった主張だったことを意味している。西独がそれぞれに独自

の権限を保有した地方分権の集合体としての州の集合体として存在している

ように， EPCも加盟国がその独自性を失わないままで，共同体を形成する

ことを求めていたのである。

このパリ会談で明らかになったのは，政治共同体における国家を超える共

同体へのビジョンが，六カ国間でそれなりの収数を見せていたことだった。

それは，主権国家と超国家的な機関がどのようにすれば共存できるのか，と

いう問題意識に対する解答であった。それが現れたのが，ファン・ゼーラン
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ドが会談二日日に行った発言である。この言明は，六カ国聞における EPC

像の均衡点を提供した。ファン・ゼーランドは， EPCがどのような共同体

であるのかについて以下のように発言する。

「ヨーロッパは個人と国家によって組織化された人民の集合体 (agglome-

ration)である。それゆえ，個人も国家もどちらも無視することはでき

ない。個人は，選挙によって選ばれる議会において代表され，国家はも

う一つの議会において代表される。それゆえ，共同体を以下のように実

現されることが望ましい。この共同体は，主権国家の共同体という性格

を保持しなければならなL、。その際，その法人格は維持され，国家の世

俗的な使命と道徳的な権威は保たれ，全ての人々の利益になるために行

使されるある種の権力 (pouvoirs)を超国家的な機関が使用できるよ

うにするのである」刷。

ファン・ゼーランドはさらに， 1"政治共同体は一つの国家であってはなら

な ~\o それは複数の国家から成る一つの共同体である (Communauté

Politique ne doit pas etre un Etat， mais une Communaute d'Etats)Jと

断言した倒。このように各国は，超国家的要素と加盟国のナショナルな要素

を常に均衡させながら，統合の最適化された統治モードを追求していた。こ

のような均衡解がファン・ゼーランドによって提示されたことは，連邦主義

者のドゥウースやスパークと主権国家によって構成される統合論者のファン・

ゼーランドの力が措抗していたベルギーの圏内議論の様相が，六カ国での桔

抗的な立ち位置に反映されたと考えることもできょう。

他方で， EPCに対して最も消極的な態度を貫いたのは，他ならぬ議長国

のフランスだった。ビドーは，国内的な問題からアドホック議会による

EPC条約草案には態度を表明できないとする一方で，今後の EPC交渉の展
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開について，官僚レベルでの外相の代理人会議を開催することを提案した(捌5田副9的)

これは，ストラスブール会議の時に紛糾した 38条に基づく政府閉会議の召

喚について，純粋な政府間交渉を開始することを避けるための妥協案だった。

つまり次回に開催される EPC設立協議は，外相による直接協議ではなく，

各国外相の代理者として専門家が集まってマラソン会議を行い，そこで

EPC設立に関する問題点を洗い出し，六カ国聞の合意を目指すことが合意

されたのである。場所として挙げられたのは，ローマだった。

この代理者によるローマ会談は， 6月 13日から 7月 1日まで開催するこ

とがパリ会談では合意された。その上で， 7月 10日にハーグで外相会談が

行われることが，ローマでの代理会談開催と合わせてコミュニケにおいて発

表されたのである刷。しかしこの日程は，このパリ外相会談が終了してすぐ，

フランスのマイエル内閣が国民議会における政争を受けて瓦解し，空白内閣

の状態になったために守られず，六カ国外相は 8月に独仏国境に近いパーデ

ンバーデンにおいて会議を持つこととなった。

このパーデンバーデ、ンにおいて，六カ国は再び激突した。その要因は，パ

リ会談では仲介者の役割を演じていたベルギーが，明確にオランダ寄りになっ

たことである。ベルギーは，パリ会談終了後のオランダとの外相会談におい

て， EPC交渉において経済統合の実現を第一目標とするとして，同交渉に

おけるオランダ=ベルギー聞の共同戦線の確立をはっきりと確認した(6九

このパーデンバーデン会議において合意されたことは， EPCがECSCと

EDCをコワフェする共同体であることを出発点とすること， EPCに二院制

を設置すること，二院とは別に閣僚理事会を設置することであった(刷。さら

にEPCの本質的姿として，パリ会談に引き続きファン・ゼーランドが超国

家性要素とナショナルな要素を均衡させる考えを披露した。日く， r加盟国

が共同体的計画もナショナルな計画も尊重するような，新しい性格の超国家

的な性格の組織を作らなければならない。つまり，共同体の中での主権国家
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の連合体 (Association)であるJ，と(臼〉。

確かにこれらの合意点は，実質的にはパリ会談で合意されたことに過ぎな

かったが，それでも合意点として対外的に公表することには大きな意味があっ

た。実際のところ，各国の対立， とりわけフランスの EPC設立に対する抵

抗は強く，コミュニケの作成のために議論は徹夜で続いた (Blankenhorn，

1980: 164)。結果公表されたコミュニケには， EPCにおけるこ院制の導入，

閣僚理事会の設置，そして EPCの根本的な目的としての共同市場の設立と

いう文面が躍ったのである刷。

こうして EPCに関する議論は，実質的な進展をみないまま，制度的な問

題における原則的合意と具体論における対立，経済統合における共同市場の

実現をめぐる具体的措置の議論へとベクトルを移していくようになるのであ

る。その意味で，次に開催されるローマ外相代理会議において，経済統合が

専門家によって協議されたことはある意味自然な成り行きでもあり， EPC 

が跳躍するかどうかは，このローマ会談の成否にかかっていたのである。

第六節 忘れられた会議:ローマ外相代理会議

ローマ外相代理会議の幕開け

ローマで外相代理会議が聞かれたのは， 9月22日から 10月9日までのこ

とであった。外相代理 (Suppleant)として出席したのは各国政府の外務省

の局長・大使および専門家であり，各国の代表団代表は， フーケ=デュバ

ルク(JacquesFouques-Duparc :フランス駐伊大使)<田ハルシュタイ

ン (WalterHallstein :西独外務次官)，べンヴェヌーティ (Ludovico 

Benvenuti:イタリア外務次官補)，スタルケンボルグ (A.W. L. Tjarda 

van Starkenborgh Stachouwer :元オランダ領インドシナ総督，特別全権

大使)，デ・ステルケ (Andrede Staercke :ベルギー NATO常駐大使)，
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マジュル CPierreMajerus :ルクセンブルグ全権大使)である。これらの

代表団代表によって構成される指導委員会 CComitede Direction; 

Lenkungsausschuβ)では，議事日程，総論や重要な問題が議論された。

この指導委員会は， 20日間近く続いたマラソン会議のなかで， 12回聞かれ

た。実に一日毎に開催された計算で，きわめてインテンシブな議論が繰り広

げられたことが垣間見られる。このローマ外相代理会談は， EPCの政府間

交渉のハイライトでもあったにも関わらず，多くの統合の歴史で言及されな

いままになっている忘れられた会議でもある。以下，西独，フランス，ベル

ギーに残された史料，とくに西独側に残された議事録をもとに，どのような

議論が展開されたのかを見ていきたい。

第一回目と第二回目の指導委員会において， EPCの基本的な性格・制度

設計・権限について各国の見解がまず提示された(表 2参照)。前節で触れ

たように，議論は，独伊/ベルギー・オランダ/仏ルクセンブルグという三

つのグループに分かれて対立軸が形成された。まず独伊は，基本的にアドホッ

ク議会が採択した EPC条約条文に規定されている様式に賛同し， この条文

の微修正でよい，という立場だった側。これに対してベルギー・オランダは，

EPCにおける経済領域における権限が EPCの成立条件であること，すなわ

ち， EPCにおいて共同市場の構築を最大の目標とする立場だった刷。

ただしベルギーとオランダは，共同市場に関しては見解を共通させていた

が，二院制の制度設計に関しては，やや異なる見解を抱いていた。オランダ

は， EPCは最初から経済的権能を兼ね備えた共同体として出発するために，

この共同市場の運営に必要な権限を備えた超国家的機関(欧州執行委員会)

に共同体の執行権を委託するが，執行権を行使できる機関は欧州委員会だけ

でなく，政府代表によって構成された「ナショナル閣僚理事会」も同様とす

ることを主張した倒。これに対してベルギーは，執行権については，ナショ

ナルな要素と超国家的要素の均衡が確保されることが重要という立場にあっ
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表2 ローマ外相代理会議における指導委員会の日程

開催日 指導委員会の議論の内容

9/22 フランス以外の五カ国の立場表明

2 9/23 フランスの立場表明

3 9/24 下院における普通選挙

4 9/25 議会，特に下院

5 9/28 
1)制度作業部会からの報告書， 2)共同市場，西独メモランダム提

出， 3)執行組織に関する全般的議論

6 9/29 執行機関に関する制度作業部会の報告書

7 9/30 制度，権限配分

8 10/1 制度作業委員会における報告書

特別回 10/2 アドホック議会憲法委メンバーの意見徴収

9 10/3 経済報告書

10 10/5 経済報告書

11 10/7 フランスの見解の再表明

12 10/9 最後の委員会

た。オランダとベルギーとの違いは，オランダが経済統合を効率的に運営す

るためには超国家的な機闘が必要であるという考えが出発点にあるのに対し

て，ベルギーのそれは，ベルギーの EPC像がフランスの想定する EPC像

に近く，主権国家の連合協議体的な発想に基づいて二つの要素の均衡が図ら

れることを追求していたことにあった。

最後にフランスとルクセンブルグは， EPCが ECSC，EDCを包括する制

度的枠組みであり，それ以上の新しい権限を持たない(ただし将来的な権限

拡張は否定しない)こと，執行組織に関して加盟国の政府代表によって構成

される閣僚委員会の役割拡大を主張した(6九ありていに言えば，フランスの

立場は， EPCに独自の権能を認めないという点にあり，そのような立場は，

このローマ会談に際して，フランス代表団に出された訓令 CInstruction)
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からも明らかだった。この訓令は三点のポイントに分けることができる。第

一に，共同体の権限は限定的でなければならないこと，第二に，海外領土は

政治共間体に含まれないこと，第三に，執行府には超国家的な組織と政府間

組織の二つの組織が均衡的に存立していなければならないことだった(7九フ

ランスの EPCに際する目的は， ECSCの効率的運用を手助けすることにほ

とんど限定されていた。しかし，この代表団への訓令は，他国から見て，ま

た交渉の論点から考えて，決して明白ではなかったし，実際，ビドーから代

表団への指令は書面ではなく出発直前に口頭だけによるものだったという (71)。

フランス代表団が本国から与えられた訓令は，これまでの流れをうけ，きわ

めて限定なものだった。

ニつの対立軸:経済をめぐる仏ー蘭の衝突と制度をめぐる独伊ー仏の対立

しかし指導委員会における交渉は，別の論点をめぐる衝突から始まった。

それは共同市場をめぐるオランダとフランス聞の対立だった(7九オランダは

初回の委員会において，オランダ政府が EPC成立に際して共同市場の設立

を必要条件と考えていることを改めて明言し，経済領域における超国家的機

闘を創設しこの機関が共同市場の設立と運営を担うこと，また共同市場の設

立の結果，経済問題だけでなく社会・財政問題についても共同体が対応しな

ければならないことを要求した(7九これに対してフランスは，共同市場を今

設立すればフランス経済の数多の慣習を揺さぶる「革命」をもたらすとして，

オランダの求める「自動主義」に反対した(7九デュバルクは，仏伊関税同盟

の交渉に関わった経験も交えて，フランスにとって納得できる競争条件の構

築は厳しく，どの政府であれ，共同市場を兼ね備える EPCを議会に諮るこ

とはできないと主張した(7九この仏蘭の対立に妥協案を提示しようとしたの

がハルシュタインの西独だった。すなわち， EPCには，新しい権限を付与

される主体であることを確認することで，将来的な経済的権限獲得に制度的
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な余地を含まれることを求めた(7ヘデュバルクはこれに呼応し， EPCに経

済的権限を含むことを一切拒絶した訳ではなく，加盟国からではなく EPC

自身に新領域への権限拡大への提案権を持たせることを求めた(77)
ワーキング・グループ

ここでハルシュタインは，経済および制度を議論する作業部会

(Arbeitsausschuβ)の設立を提案した(7九というのも，デュバルク自身が

認めたように， EPCにおいてどのような形で経済的な問題を扱う原則は合

意されていたが，それを「共同市場Jという形で実現するかどうかについて

は，仏蘭の距離が遠く，これを別個に議論することが必要であり，そして何

より西独自身この問題に対して実はまだ態度を決めかねていたからである側。

そしてさらにこの二つの作業部会に加え，財政問題に関する下部委員会

(U n tera ussch uβ)も立ち上げられ，報告書にまとめるための議論が開始さ

れた。

第三回から四回にかけての指導委員会の議論は具体的な制度設計に移った。

制度をめぐる問題は，大きく分ければ，立法府の問題と執行府の問題の二つ

に大別でき，さらにそれぞれ細分化することができる。具体的には(1)上院の

構造， (2)上院議員の国別議員比率， (3)下院の普通選挙の実施時期， (4)執行府

の制度設計， (5)閣僚理事会の役割の五点が，六カ国の見解が割れるポイント

となった。逆に言えば， EPC内に立法権力，執行権力，司法権力をつかさ

どる三つの機構を配置して三権分立を実現すること，立法府には二院制を導

入すること，特に下院では直接普通選挙を導入することで EPCにおける民

主主義的なコントロールを実現することについては，既に六カ国間で合意が

なされていた。

第一点目の問題は，上院 (Senat)をどのように設置するか，具体的には，

誰がどのように構成要員を任命するか，という点にあった。既に合意されて

いたのは，上院は各国の代表によって構成されるという原則である。西独は

連邦参議院 (Bundesrat)を念頭に置いて，上院と閣僚理事会を融合した加
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盟国の議会代表によって構成される機関とすることを主張したのに対し，フ

ランスは政府代表が上院を構成することを主張した(凹〉。上院に関しては，政

府代表によるか議会代表によるかという対立はあったが，あまり重要な問題

ではなかった。より大きな問題は，西独が提案した，閣僚理事会との兼ね合

いとの問題である。西独による上院と閣僚理事会を一本化の提案は，他の政

府からの支持をえなかった(叫。上院と閣僚理事会を別建てにして，上院と下

院との二院制，そして理事会が執行府の機関という合意がなされて以降は，

上院の議論は第二点目の国別の構成比率をどうするかという点に絞られた。

この第二の問題においては，ベルギーとオランダが各国議員の定数を同等

とする「パリテ」を主張したのに対し，西独やフランスは，加盟国人口に従っ

て定数を配分する加重，もしくは比例制を主張した(8九また下院普通選挙の

実施時期の問題については，主に第三回目の指導委員会で話し合われた。こ

れは，オランダを除く五カ国が， EPCの設立と同時に下院選挙を実施する

ことに合意したのに対し，オランダのみが， 2年程度の移行期聞を置き，加

盟国全体で共通の選挙制度を整えるまで下院選挙を行わないことを主張し

た{問。この論点は，オランダのみが独自の意見を取ったこともあり，オラン

ダはその後この主張を撤回する。

第四と第五の問題は，執行府に関するものだった。これは，執行府として

どのような組織を政治共同体の中に設置するかという点に関わっており，先

に述べたように，超国家的機関(ヨーロッパ政府)と，執行府におけるナショ

ナルな要素を代表した機関である政府間的機関(閣僚理事会)の二つの機関

を設置する際，どのようにこの二つの機関のバランスをとるかという点が問

題となった。この問題は制度設計の議論において最も重要なものであり，す

ぐ後で詳しく検討する。第五番目の問題は，ナショナル閣僚理事会について，

その構成員を誰からどのように任命するかという点にあった。

これらの制度設計上の論点の多くは，交渉のなかで妥協されることになる。
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議論の大枠としては，フランスは下院の普通直接選挙制に対し最初から賛成

し，上院の構成と執行府をめぐっては，オランダ，ベルギーの考えと近く，

むしろ独伊と対立した(8心。前に触れたように，上院の構成をめぐってはすぐ

に議論は終了し，第二点目については，ベルギー・オランダの主張にフラン

スをはじめとする他国が折れ，上院の構成比率はパリテとすることが合意さ

れた刷。第五点目は，各国政府代表として閣僚を入れるかどうかについては

意見が分かれたが，多くは技術的な問題と見倣された。

執行府の議論:閣僚理事会と「ヨーロッパ政府」

制度的な設計でもっとも大きな議論となったのが，第四点目，執行府の制

度設計をどうするか，という問題だった。この問題は，アドホック議会が採

択した EPC条約草案第 9条および第 35条に規定されていた閣僚理事会が

惹起する複雑な問題だった。すなわち，この閣僚理事会が執行府組織のなか

でどのような役割を果たすか，またそのことで執行府において超国家的要素

とナショナルな要素の均衡をどのように確保するか，が問われた。この問題

は，これまで見てきたように EPCを通じて一貫して中核的な論点だったが，

このローマ外相代理会談においても，同様だった。この点につき，独伊は，

執行府が可能な限り超国家的な存在として加盟国政府から独立していること

を主張したのに対し，その他の四カ国は，二者の均衡を確保するために，ヨー

ロッパ執行委員会のメンバーの半数は加盟国政府から派遣され，委員長には

その中から閣僚理事会から任命される形をとるように主張した(8九

西独とイタリアが支持する超国家的な執行組織は， しばしば「ヨーロッパ

政府」と呼ばれた。 EPCの政策を実行する中核的な機構だからこそ，それ

はまさに「政府」だったのである。「ヨーロッパ政府」に好意的な独伊も，

しかし閣僚理事会の役割については大きく意見を異にしていた。というのも，

第五回目の指導委員会で西独は，ヨーロッパ政府と閣僚理事会を一本化する
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野心的な計画を主張したのに対して，それ以外の五カ国は，どちらに重心を

置くにせよ，ヨーロッパ政府と閣僚理事会の二つによって執行府が構成され

ることを主張したのである但η。西独と同じく執行府の超国家性を求めたイタ

リアだったが，実は閣僚理事会の役割を重視しており，閣僚理事会の意思を

執行するのがヨーロッパ政府の役割と考えていた倒。

このように，執行府の制度設計については，超国家性における対立軸と閣

僚理事会の役割における対立軸という二つの軸が入り組んでいた。図式的に

は，前者においては，権限の制限を主張する仏・ルクセンブルグと執行部の

強力な超国家化を支持する独伊との聞に中間的なベルギー・オランダが位置

する三角関係を構成していたのに対し，後者においては，ヨーロッパ政府が

閣僚理事会からの統制を受けないことを求める西独・オランダと，その逆を

求める仏伊・ベルギー・ルクセンブルグの二項的な対立となっていた。

しかし，このような複雑な対立軸に目を奪われ過ぎてもよくない。なぜな

らば，西独の超国家的統合の賛同は，文字通りに受け取る訳にはいかないも

のだったからである。というのも，ハルシュタインは第一回目の会議におい

て， EPCが連邦か国家連合かという対立は無意味であり，共同体が設立さ

れることが大事だと述べたからである。すなわち，各国が主権を保持する一

方で独自の権限を持つ超国家的な共同体が創設されるのが， EPCだという

のである(曲〕。実際，西独によるヨーロッパ政府と閣僚理事会の一本化提案は，

すぐに放棄される側。この意味で，ハルシュタインの考えは，パーデンバー

デンにおけるファン・ゼーランドの発言に沿ったものであり，超国家的要素

と加盟国のナショナルな要素を二つの執行的な機構を通じて均衡させようと

する EPCの制度設計は，六カ国間において実際は合意が成立していたので

あった。
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経済統合

経済統合の問題に関しては，懸案だった制度問題に一区切りが付いた後の

10月3日の第 9回目の指導委員会において，経済小委員会によって作成さ

れた報告書が提出され，経済統合についての本格的な議論が開始した。この

報告書では，本文 10頁，全 7節で構成されていた。共同市場の定義に関連

する第 l節から 6節までが本文の大半を占め，第一部と共同市場の運営に関

わる措置に関する第7節は三行しかなかった(叫。この報告書は，経済作業部

会での議論のまとめであり，六カ国全体で合意された文書という訳ではない。

しかし，その文章からは，経済作業部会での議論がどのようなものだったの

かをうかがい知ることができる(表3参照)。

表3 経済作業部会報告書目次

1.政治共同体における経済全般の目標

2.共同市場の定義

3.共同市場の設立と維持に必要な条件

4.共同市場実現に向けた措置

5.共同市場と非加盟国との関係

6.救済・保障措置

7.条約の特徴と共同体組織の役割

Annexe 

ドイツ代表の見解

フランス代表の見解

オランダ代表の見解

経済権限に関するベルギー代表覚書(92)

まずこの報告書における経済統合の目的について確認しておこう。報告書

第 l節にて，経済統合を EPCで行う目的として，経済成長，生産増大，雇

用の促進，生活水準の向上，そして平和の進展が挙げられた(93)。次に共同市

場の定義として，商品，サービス，資本，そして人の自由流通が実現される
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状態とされた。ただし，このうち，人の自由移動については，フランスとル

クセンブルグは保留の姿勢を示している刷。共同市場の導入に必要な条件と

しては，六カ国全体の合意として以下の点が挙げられた。すなわち，加盟国

は経済・社会・財政(通貨・予算・信用)政策を実施することであり，取り

分け六カ圏内でのあらゆる通商上の障壁と差別待遇を撤廃することである。

これは共同市場実現のための必要条件であり，具体的な措置としては以下の

三点が合意された。(1)数量制限の順次引き下げと最終的撤廃， (2)加盟国間の

関税の順次引き下げと最終的撤廃， (3)対外共通関税の導入，である。

この点をめぐって，フランス・ルクセンブルグとそれ以外の四カ国で再び

強い対立が起こった。フランスは共同市場という全般的経済統合の実現は困

難として明確に反対する意思を表明した。これと併せてフランスは共同市場

のアイディアに対して，第一に商品の自由流通は過度の自由競争を生みだす

危険性があるため強力な保護措置が必要なこと，第二に共同市場実現には資

本の自由移動が最も重要であること，第三に自由流通以前の統合が必要であ

ること，第四に，共同市場設立の前に欧州、|基金を設置することが必要である

ことを主張した慨。これに対して，ベルギーは強く反対し，また西独は，自

由流通と資本の自由化を最初の実現する必要があることを強調した。

この経済統合の問題に対して，西独とオランダの二カ国がより積極的に意

見を表明した。第 9回目の指導委員会で改めて西独が主張したのは，共同市

場の導入の前提条件となる通貨・信用・財政政策の調和化を条約に明記する

ことと，関税・数量制限の撤廃と合わせて共同体的な関税・貿易システムを

導入することであった制。そのために，共同体は加盟国聞の経済政策の協調，

商品の流通措置，保障措置に関して，加盟国を拘束する独自の権限を有する

べきだと訴えたのである制。オランダはこれに呼応し，経済統合の推進を

EPCの中核に据えることを主張した。フランス以外の五カ国は，アドホッ

ク議会で採択された EPC条約草案よりも強い具体的な権限を有する共同体
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を想定した規程の実現を求めたのである側。

これらの主張に対して，デュバルクは，第 9回の指導委員会の席上では，

経済作業部会の報告書が大体において受け入れ可能であることを認めつつも，

現在のフランスの政治状況がそれを許さないと弁明する。経済統合の問題は，

多くの具体的な問題をさらに詰める必要があった。商品の自由移動に基づく

決済メカニズ、ムをどうするか，自由競争を確保するために必要な競争政策の

細部，各国で異なる税金体系の調和化，流通メカニズム等々，乗り越えなけ

ればならない問題は列挙にいとまがなかった。それゆえ，第 10回の指導委

員会の終了時に，この問題について，作業部会での引き続きの議論が必要だ

と合意されたのである側。この時点では，共同市場の実現まではもうあとほ

んの一歩に迫っていた。

代理会議の終わり

10月7日，第 11回目の指導委員会が聞かれた際，冒頭でデュバルクはフ

ランスの立場について改めて述べた。その表明は，五カ国の立場にかなり歩

み寄るものだった。すなわち，立法府については上院のパリテに実質的に同

意し，執行府については新しい権限を持った (ECSCの高等機関とは別とい

う意味で)新しい執行組織が設立されなければならないとして， EPCにお

いて共同市場が含まれることについて明確な同意を与えたのである側)。た

だし，デュバルクは， EPCの発足にあたって， ECSCとEDC以上の主権放

棄を行うつもりがないという従来からの主張を含めることも忘れなかった。

この点は，共同市場の実現に向けた共同体権限の各論的検討に移ろうとした

オランダ，ベルギー，西独とは対照的だった。また執行府の制度設計につい

ては，閣僚理事会とヨーロッパ政府とを組み合わせて政府間要素と超国家的

要素に均衡を与えるべきというフランスの立場は，既に他の五カ国に十分に

受諾されていた。このような点で，ローマ外相代理会議を通じて，多くの合
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意点は既に明らかになっていた。

しかしデュパルクは同時に，この外相代理会議の底流に潜んでいた独仏聞

の深い溝にも触れた。すなわち，デュバルクによれば，フランスが議論する

EPCの問題は出発点を想定しており，執行府にせよ共同市場の実現にせよ，

まず何が整備されれば EPCの実現に承諾を与えることができるかが問われ

なければならなかったのに対し，西独は EPCの問題をその完成形に重点を

置いて， 自由流通などの実施を経て EPCが完成することを重視する(則。す

なわち，フランスは EPCの前提条件が十分に整備されて上で EPCを実現

することを考えていたのに対し，西独は前提条件となる政策を試行錯誤でも

まず実施することを求めたのである。

1953年前半と比べて，ベルギーとオランダ聞の共同戦線は固定化し，主

たる対立軸は，オランダ対フランスの，共同市場を EPCが出発点から兼ね

備えるべきかどうか，および西独対フランスの，共同市場を実現する際の前

提条件に対する見解の相違という点へと移行した。ローマ外相代理会識を失

敗に追いやった第一の要因は，共同市場をめぐる独蘭対フランスの抜き差し

ならぬ対立だった。この後でも触れるように，確かに共同市場を巡る問題と

制度設計の問題は不可分につながっていた。しかしフランスでさえも，制度

設計において，執行府がナショナルな要素と超国家的な要素の双方の均衡を

維持する性質を持つべきであること，そしてその執行府が超国家的な性質を

有する新しいタイプの組織であることは認めていた川)。その点で， EPCに

おいて既に，統合の組織が完全な超国家的なヨーロッパ連邦構築は放棄する

も，それでも国民国家を超えた契機を内側に取り込みつつ，均衡を保ちなが

ら調整を行うことで統合を進める他ないことは，合意の均衡解として登場し

ていたのである。

しかしローマ外相代理会議におけるフランスは総じて五カ国に対して態度

保留に終始し，議論の発展を阻止し続けた。具体的な議論は主として西独・
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伊・オランダ・ベルギーの四カ国間で交わされた。このフランスの態度は，

従前の主権保持を重視していたベルギーのファン・ゼーランドですら苛立た

せるものだった(103)。ストラスブールで主権擁護の論戦を張ったルクセンブ

ルグのベックは，フランスの態度に， EDCをドイツの復活に怯えるフラン

スの弱さを見た。フランスはドイツが怖いあまり，怯え，時代遅れのナショ

ナリズムに回帰しようとしている，とベックは厳しくフランスに伝えたので

ある(1叫。

10月9日，第 12回目の指導委員会が開催された。これがローマ会議最後

の指導委員会だった。ここでは，会議の議論を受けて ECSC閣僚理事会事

務局が取りまとめる報告書の確認と，プレス・コミュニケの文面についての

議論が行われた。事務局がまとめた報告書は，全部で 80頁近くあり， 2週

間以上続いたマラソン会議における重要な議論を集約していた(附。この報

告書は合意事項ではなく，コミュニケは華々しい成果を伝えることはなかっ

た。こうして，ローマ外相代理会議は終わったのである。

忘れられなかった会議:ユーロクラットの起源

ローマ外相代理会議の席上で，六カ国の見解が一致することは最初から望

み薄だった。そもそもこの会議は，代理会議であり，交渉の席に座った各国

外相の代理人達が独自の判断で取引できる権限は非常に限られていた。その

代理人とて，外務省のエース級の人材を送り込んだのは西独だけであり， も

しくはせいぜいベルギーくらいだった。フランスが在伊大使のデュパルクを

代理人としたのは，きわめて象徴的だった。各国の見解は，本国政府・外務

省からの訓令の幅を出ることは許されなかった。ローマ外相代理会議におけ

る共同市場と経済領域権限に関するフランス対オランダの対立，立法府及び

執行府組織における独伊対フランス・ベルギー・オランダの対立は，パーデ

ンバーデンにおける外相会談の合意の域を出るものではなかった。パーデン
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ノ〈ーデンにおける「主権国家による連合」としての共同体としての EPCと

いう総論的合意以上の具体的な政策が合意されることはなかった。しかし，

今回の会議は最初から代理人による専門家同士の議論であり， EPC実現に

向けた技術的な問題点の洗い出しとその解決が目指されたものであった。ハ

ルシュタインは，第二回指導委員会において，本会議の意義を「何が合意で

きて何が合意できないかを明らかにすること」と述べている畑)。最初から，

包括的な合意は望まれていなかったのである。会議終了直前のデュバルクの

フランスの態度表明は，技術的には六カ国聞の合意が可能であることを示し

ている。問題は，その合意事項を国内で政治的に受け入れられるだけの状況

になかったことであった。

他方で，ローマ外相代理会議は二重の意味で時間稼ぎだった。第一に，こ

の会議が聞かれていた時期に，西独再軍備に向けた英米仏三カ国協議も同時

に行われていた。西ドイツの将来が決していない状況での EPC交渉は，あ

る意味で， ヨーロッパ安全保障の行く末にブレーキをかけることも期待され

ていたのである〈附。第二に，共同市場が国境を超えたモノと人，サービス，

資本の自由移動を意味する以上，取り分け商品流通の域内自由化を意味する

以上，通貨の交換性が回復されていなければ，画竜点晴を欠いていた。実際，

西独経済省は通貨の交換性が回復されていない状況での共通市場は非現実的

であり，共同市場の実現のためには各国の圏内経済の安定化が必要と考えて

いた(1刷。それが実現していない状況での共同市場は，まさに函に描いた餅

だった。しかし，それゆえに，共同市場の推進側であったオランダ・ベルギー

はまず関税障壁と数量制限の撤廃に基づく関税同盟の実現を求めたのであり，

西独も，段階的な実現に向けた第一歩として，各国の通貨・財政政策の近接

化を求めたのである。

ローマ外相代理会議は，これらの意味で，最初から大きな成果は望みえな

い会議であり，それゆえ， EPCの消滅以後，その存在は急速に忘れられた。
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しかし，この会議に出席した若手・中堅の各国の外務官僚にとって，このロー

マ会議を忘れることはなかった。なぜなら，その後長きにわたって，ヨーロッ

パ統合に関する中核的な役割を担う交渉パートナーとそこで初めて出会った

からである。西独のミューラー=アルマックならびにオプヒュール，オラン

ダのリントホルスト=ホーマン，ベルギーのファン・ティシュロン，そして

何よりフランスのウォルムセルが，アルプスを越えて来た訪問者にとっては

まだ汗ばむ陽気が残るローマに集まり，三週間に渡って統合の方法をめぐっ

て議論を戦わせたのである叩)。彼らは，皆その後それぞれにヨーロッパ統

合を自身のキャリアのなかに組み込んでいく「ユーロクラット」の第一世代

だった(110)。その一つの重要なネットワークがここから始まるのである。そ

の意味で，ローマでの代理人達によるマラソン会議の議論は，メッシーナ以

降のローマ条約交渉のリノ、ーサルだった。

第七節挫折と遺産:

ニつのハーグ会議から EPC委員会，そして破綻へ

第二ハーグ会議

ローマ代理会議が最初から議論の土台づくりという性格から脱することが

なかったことを考えれば，その一ヶ月後に聞かれるハーグでの外相会談こそ，

ローマ外相代理会議の報告書を外相が合意する最後のチャンスだった。しか

し実際の所，ヨーロッパ統合のダイナミズムは既に見る影なく衰退していた。

ハーグ外相会談の前に開催された「第二ハーグ会議」の顛末が，それを物語っ

ている。

第二ハーグ会議とは， 1948年に開催され欧州審議会の設立に繋がったノ、ー

グ会議の再来を果たすべく，より具体的には EPC草案に規定されていた下

院の結成を実現すべく(川， ヨーロッパ運動を筆頭とするヨーロッパ主義者

( 169) 169 



政経論叢第 82巻第 1・2号

がハーグに結集した会議だった。第二ハーグ会議には，ヨーロッパ主義者の

政治家のみならず，労組やジャーナリストを含めて 500人近い出席者が集まっ

た。議長はスパークで，シューマン，ブレンターノ(西独)，ベンヴェヌー

ティ(伊)， ドゥ・フェリス(仏)，ファン・デル・フース・ファン・ナーテ

ルス(蘭)， ヴィニ(白)， ドゥウース(白)，テトジャン， ビシェ(仏)と

いった，左右含めたヨーロッパを代表する政治家が参集した。これらのヨー

ロッパ主義者逮は，この会議に当たって， Iヨーロッパ超国家的共同体に向

けた行動委員会」を設立した(112)。

第二ハーグ会議は， 48年のそれと同じく，三つのセッションに分かれ其々

議論を重ねて報告書を提出した。ただしセッションの内容は 48年とは異な

り，政治，制度，共同市場であった。政治部会の代表者はスピネッリ，制度

部会はドゥウース，共同市場部会はブライセ CP.-A.Blaisse :オランダ)だっ

た。第二ハーグ会議は， EPC交渉の遅さ，取り分け 3月のストラスブール

での EPC条約草案の採択以後，政府間交渉が合意に達しないこと，またフ

ランスにおける EDC条約の国内批准の遅れを糾弾し，加盟国政府が自分達

の見解を受け入れない場合，第二のアドホック議会を設置することを提案し

た(11泊。しかし，このような決議は，これまでの展開の焼き直しであり，閉

鎖的状況を突破するに十分な衝撃を与えるものではなかった。これは制度部

会でも同様であり， ドゥウースが議長を務めたことからも明らかなように，

その議論はアドホック議会時の憲法委員会の範鴫を超えるものではなかった。

その点から見れば，共同市場部会は， 1948年のハーグ会議と照らしても

異彩を放っていた。そしてその議論は，直前に開催していたローマ外相代理

会議の内容と殆ど同様であり，その確認でもあった(114)。ヨーロッパ運動が，

この時点で共同市場の議論に精力を注いだこと，そしてその内容が政府間会

議における専門家協議の内容の追認だったことは， この時点で共同市場が

EPCにおいて大きな役割を果たすことが期待されていたことを表している。
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それは経済統合がもたらす経済的な利潤というよりも，共同市場実施に必要

な権限を超国家的機関に委ねることがまず何より超国家的機関の設置の十分

な理由であり，そして超国家的機関を中心に機能する共同市場の姿は，超国

家的共同体への誘惑を大いに満たすものだったからである。

しかしこのような会議にも関わらず，第二ハーグ会議は何ら具体的な影響

を六カ国政府や国際政治状況に与えることはなかった。その第一の原因とし

て，第二ハーグ会議には，北米およびイギリスからの参加者がいなかったこ

とが挙げられる。参加者は六カ国からに限られ，その意味で，第二ハーグ会

議が六カ国を超えたインパクト与えることは最初から困難だった。第二に，

第二ハーグ会議における議論は何らかの創造的なものというよりも，既に存

在している取り決めの遵守や早急な実施を加盟国政府に求めるスタイルに終

始していた。ハーグ会議側が積極的にイニシアティブを握って議論を進めて

いく構図ではなかったのである。第三に，それ故合意された内容に何ら新規

性がなかったことである。これらの点で，第二ハーグ会議は，多くの重要な

参加者を集めたにも関わらず，歴史のなかに埋没してしまったのであった。

逃された最後の機会?:ハーグ外相会談

ハーグ外相会談が行われたのは，このような文脈の上にあった。このハー

グ会談の前に，ローマ会議で対仏共同戦線を張ったベルギー，オランダ，ル

クセンブルグは，ベネルクス三者の見解の一致を図った(問。しかし，そこ

での合意は共同市場の設立に関するものを除く制度的な面については，依然

として二院制や執行府の原則的なものの留まり，ローマ会議で-紛糾した閣僚

理事会の位置づけについては棚上げされた(11九而して実際，ハーグ外相会

談では閣僚理事会の位置づけにおいては，ベルギーとオランダは真正面から

対立するのである(117)。

ハーグ外相会談において六カ国の外相間合意を実現すること，それが
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EPCを実現するために必要な最後の手続だった。 1953年 11月26日から 28

日までの三日間，三回に渡って全体会議が聞かれ，かつ，そのうちの一回は

アドホック議会の憲法委員会議長のブレンターノ，欧州審議会総会議長ドゥ・

マントンを招鴨して，アドホック議会と欧州、|審議会との関係を改めて討議し

た。これらを考慮すると，ハーグ会談は 53年に聞かれた外相会議のなかで

も包括的な会議だった。

にもかかわらず，ハーグ会談で合意を実現することが不可能なことは，す

ぐに明らかになった。ハーグ会談は，まずローマ外相代理会議の最後に合意

された報告書の検討から実質的な議論を開始した。しかし，議長を務めたオ

ランダ外相のベイエンは，その冒頭で， EPCの実行に移すには余りの多く

のデータが不足しており，ローマ外相代理会談で行われた専門家による協議

を引き続き進めるために，委員会を設立してその協議を委任することを提案

した(118)。オランダとその後に続いたイタリアは， EPCが既存二共同体から

拡大した新しい権限を持った超国家的な共同体となることを希望したが，フ

ランスはすぐさま異論を唱え，六カ国の合意が不可能なことは冒頭からはっ

きりしていたのである{川}。そもそもフランスは，ハーグに外相のビドーを

送り込まず，次官のパロディがフランス代表を務めるにとどまっていたので

ある(12九

むろん，ローマにおいて代理人レベルで合意された点については，ハーグ

においても外相レベルでの合意がなされた。しかし，ハーグにおいては，二

つのレベルの見解の相違が明瞭化した。一つは，制度設計をめぐる対立と，

経済問題をめぐる対立である。興味深いのは，ハーグでは経済問題をめぐっ

ては殆ど議論が行われず(叫，専ら制度設計，とりわけ執行府機関をめぐっ

て外相聞の議論がなされた点である。ここでの議論は，ローマ会談でもそう

であったが，主として閣僚理事会の位置づけをめぐるものだった。西独，イ

タリア，オランダは閣僚理事会を執行機関の一部としながらも，その位置付
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けは iSuigeneris (他に類をみない独自のもの)Jであると主張した(附。

つまり，閣僚理事会は議会に責任を負わないだけでなく. EPCのなかでの

三権分立に相当する上下院，行政府，司法府のどれにも相当しない機関であ

り，それゆえ，閣僚理事会は行政機関に優位な存在ではないというのであ

る(刷。これに対してフランス，ベルギー，ルクセンブルグは，閣僚理事会

は共同体におけるナショナルな要素を代表する執行機関の一部門であり，か

っ超国家的ヨーロッパ政府に優位する存在と主張した(124)。

この対立は， ローマ外相代理会議で鮮明になったものだったが(附，この

ハーグ会談でも解決されることはなかった。実際の所，幾つかの対立点につ

いてはこのハーグ会談において妥協が確立した点もあった。例えば，フラン

スは EPCに共同市場が包摂されることを決して否定することはなかった(問。

オランダもベルギーも，フランスの頑なな態度を前にして，経済領域におけ

る主権の移譲については. EPC成立時においては必ずしも求めないように

譲歩した。しかし，フランスはローマ代理会議での決定には合意しでも，言

及されていない部分についての合意は成立していないことを明言した〈問。

さらに，オランダは上院の構成比率をパリテではなく加重的にすることを再

び求め，パリテを良しとするベルギーと再び対立した(刷。 EPCの設立はな

んら時間的な指定を以って言及されず，ただその細部を専門家によって協議

するという棚上げだけが，ハーグ外相会談では決定されたのである。

最終的にコミュニケには. EPCを二院制とすることと下院は直接選挙に

よって選出されることで合意されたことが盛り込まれた。しかし，このこと

はパーデンバーデン時と何ら変わりはなかった。それどころか，執行機関に

ついては「各国の見解を接近させた」との文言に留まった。これは要するに

合意できなかったということに他ならなL、。その上で，ローマ外相代理会議

と同じく専門家によって，制度と経済問題に関する不一致点を引き続き協議

すること(しかもその開催場所と日時を指定したうえで)が述べられた(側。
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こうして， EPCを実現する最後の機会は失われた。ハーグ会談での失敗

は，ある意味で明白だった。対立する議論の構図はパリ会談からパーデンバー

デンを経て，ローマで詳細に話し合われでも何も変わらなかった。フランス

は対立する論点を妥協できないというよりも，それを受け入れる圏内的状況

にない立場を崩さなかった(則。取り分け海外領土の問題を持ち出す限り，

すなわち植民地体制の再編を含む巨大な国際政治変動が起こらない限り，フ

ランスにとって EPCのような全般的な統合は不可能だった。もっとも， フ

ランスが恐らくは半ばエクスキューズとして触れた巨大な国際変動は，スエ

ズ危機という形で実際にはその数年後には起こるが，それまで EPCをめぐ

る議論は遂に袋小路から脱することができなかった。

この意味で，ヨーロッパ統合は，それが国際変動を引き起こす積極的なダ

イナミクスを有するのではなく，国際変動を待たなければ決定的な変革が難

しいという意味で，受動的なものに留まっていた。ローマ外相代理会議を受

けて，六カ国はその相違点よりも， EPCが政治と経済の双方の領域におい

て超国家性と加盟国の主権保全を両立する複層的な共同体であるという基本

的なラインでは十分に合意していることは了解していたのであり，そのよう

な共通了解はハーグでも存在した(則。しかし六カ国は， もはや統合を内側

から突破できなくなっていたのである。

EPC委員会における「共同市場J議論

ハーグ外相会談で設立が合意された専門家委員会は「欧州政治共同体のた

めの委員会(以下， EPC委員会)Jと呼ばれ，ローマ外相代理会議と同じく，

指導委員会が全体を管轄し，その下に制度作業部会，経済作業部会および選

挙法作業部会が置かれることとなった。ハーグ会談での合意では EPC委員

会は 1954年3月まで活動する時限的なものだったが， 3月8日に報告書が

提出された後も， 5月から 7月にかけて引き続き経済問題に関しては作業部
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会が開催された。

EPC委員会は 1月にパリで開催され，すぐに報告書が作成された。この

報告書では，ローマ外相代理会議で採択された報告書を土台にして，再び共

同市場の定義，共同市場実現のための政策措置，域外に対する措置が検討さ

れた(32)。また同時期に EPC全体，取り分け執行機関の制度設計を協議する

制度作業部会も， 54年 1月に報告書を提出している(附。

経済問題に関しては，この l月の報告書では，実は，ローマ会議よりも多

くの合意点を得ることに成功した。例えば，フランスは資本の自由移動の実

現を共同市場実現の条件に挙げていたがこれを取り下げたこと，また人の自

由移動についても，経済活動および職業上の自由も含むこと，そして共同市

場実現の前提条件として挙げられていた経済・財政政策の協調 Ccoordina-

tion)が，商品・資本・ヒト・サービスの自由移動の実現と同時的実施とす

ることは， ローマ会議では得られなかった新しい合意事項だった(附。これ

らは，一方では，経済統合に消極的なフランスの態度を改めると同時に，他

方では，フランスの要求に他の五カ国が妥協をしたことを意味していた。さ

らに，共同市場を機能させるためには共同市場内における競争政策が重要に

なってくる指摘がなされ，競争条件の確保を共同体で実施することの重要性

が初めて指摘された〈刷。

1954年 4月には主として制度面に関した報告書が提出された。この EPC

委員会における報告書では，ローマ会議報告書とは異なり，表面上は多くの

相違点が払しょくされ，細かい点における六カ国聞の合意が増していた(附。

しかしそれでも， EPCの設置自体が決まった訳ではなL、。実際の所，もは

や六カ国には EPCの実現に向けた体力はなく，この報告書を討議する外相

会談は開催がキャンセルされた。実はもう l月の時点で，制度に関する議論

は完全に行き詰まりを見せていた。下院の直接選挙に関する選挙システムを

議論する部会では，当初から意見を異にしていたオランダが再び持論を持ち
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出したため，六カ国聞の合意形成は極めて困難になった(問。そのため，西

独代表団は，制度的議論が袋小路に入った以上，各国の見解を集約しその相

違点を議論し調整する場はもはや共同市場の実現を議論する経済委員会しか

ないことを悟7.>(138) 0 EPC委員会における経済問題の討議の場所は，六カ国

に最後に残された唯一の統合問題を議論する場だったのである。すぐ後に見

るように， 5月には共同市場の実現に向けた専門家委員会が引き続き開催さ

れるが，それは共同市場を実現するための経済統合の見取り図を練り上げる

ことを六カ国が放棄した訳ではなかっただけでなく，統合問題にむけた議論

の取り組み自体が，もはや経済統合しか残っておらず，その火を絶やす訳に

はいかなかったからでもあった。

実のところ， 1953年 12月から 54年 1月にかけて，西独は経済省を中心

に共同市場実現のために必要な具体的経済政策上の措置について詳しい検討

を行っていた。西独経済省の覚書では，共同市場の定義である四つの自由移

動を実現するためには最終的には何よりも通貨統合が不可欠であること，移

行期間における輸出奨励措置や輸入抑制・輸出促進制度の整備が必要である

ことが指摘された(13九少なくとも西独は， EPC委員会の交渉を進めて，共

同市場と EPC制度の設計図を加盟国と共同体聞の均衡的なものとすること

で， EPCの設立を実現させる機会が残されていることを考えてL、た〈附。

六カ国の経済作業部会は， 5月半ばに開かれた。この会議で協議されたこ

とは，共同市場の発足をどうするかという点と，共同市場を対外的な世界市

場に位置づけるために必要な措置についてであった。共同市場の発足につい

ては， I二段階論」を唱える西独を筆頭とする五カ国と， I準備期間」の設置

を主張するフランスとが対立した刷。「二段階論」とは，共同市場の実現の

ためには第一段階として関税の完全撤廃を行い，その後第二段階として移行

期聞を設けて各国の経済・財政・社会政策を調和化させ競争条件を整備する

ことで，共同市場を完成へと導く，という考えだった。これに対してフラン
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スの「準備期間」とは，共同市場はまだ発足していない準備期間の聞に，経

済・財政・社会政策の調和化と，商品・資本・ヒト・サービスの自由移動の

障害を可能な限り取り除く，というものであった。この対立は，共同市場を

実現させる際，それに必要な措置をまず整備しなければ共同市場実現の段階

に入ることはできないと主張するフランスと，段階的に措置を実行すること

が必要と考える五カ国という対立だった。フランスはしたがって，共同市場

の実現に至るための年月を最初に確定させるべきと提案したが，他の国は起

源を設けるべきでないと主張した(142)。

他方で対外的な規程については， GATT規定への適合性の確保，関税同

盟の一体的推進が必要であり，同時に関税同盟の運営に必要な関税価値やト

ランジット(原料を域外から輸入して製造した製品の域外への輸出)に対す

る措置，原産地証明の観念を発展させることが提案された倒的。

経済部会は 7月の会合で， 5月の会合の議事録について合意した後，秋に

会議を開くことが予定されていた。しかし，それは成されなかった。 8月30

日の国民議会の EDC条約批准拒否によって， EDCそのものが潰えてしまっ

たからである。こうして， EPCの共同市場の検討は途中で終わりを強制的

に告げられることになったのである。

これら作業部会での議論の意味はなんだったのだろうか。 4月の EPC委

員会の報告書が提出されたことを受け，ベルギーの代表デ・ステルケは，こ

れまでの EPC議論の積み重ねの結果，六カ国聞の意見の相違点はもはや二

点しか残っていないと論じている(144)。第一に執行府における超国家的行政

機関(ヨーロッパ政府)と閣僚理事会との関係であり，第二に経済権限に関

する問題だった。第一点目とは，これまで見てきたように，ヨーロッパ政府

は閣僚理事会から独立して業務を行い閣僚理事会も SuiGenerisな存在とし

て共同体に存在するのか，それとも閣僚理事会は明確に執行府の一機関とし

てヨーロッパ政府に優越する存在であるのか，という相違点を意味する。第
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二点目は，これも同様だが，フランスは経済権限を EPCが持つことを否定

はしていないが， EPC発足時に最初から共同市場を EPCは備えるのか，そ

れとも EPCが共同市場への拡大を発足後に進めていくのかという点は，な

お解決されていない対立点だった。この問題は，ローマ会談や EPC委員会

で議論したような，共同市場をどのように実現していくかという経済的な問

題から離れた，極めて政治的な問題だったのである。

これに加えて，第三の対立軸が一貫して六カ国を分断し続けた。リントホ

ルスト=ホーマンは， 1954年初頭のパリにおける EPC委員会の席上で，フ

ランス代表のウォルムセルから「君達オランダは貿易自由化，つまり自由競

争を通じて統合をしたいのだろうが，我々フランスは，自由貿易をする前に

皆とまったく同じの競争条件が作られることを求めるのだ」と述べられたこ

とを回想している(145)。つまり，フランスは共同市場を実施する前に競争条

件の整備が完了していなければならないと主張していたのに対し，それ以外

の国は，共同市場を段階的に実施する中で，競争条件や経済・社会政策の調

和化措置を並行して実現していくことを主張したのである。このような共同

市場の実施とその環境整備として必要な経済・社会政策および競争条件の調

和化措置の実施の関係をめぐる対立は， 1953年秋のローマ外相代理会議以

降繰り返し出されてきたことであった。先に触れたように， 54年 1月の

EPC委員会に提出された報告書では，この二つを同時並行的に実施するこ

とが妥協的に合意された。しかし実のところ，経済政策の協調をいかに，ど

の程度実現するかどうかについてまで合意された訳ではなかった0'6)。六カ

国が合意されたのはあくまで経済・社会・財政政策の調和化原則であり，具

体的にどのような分野でどの程度の協調が実施されるかについては，今後の

交渉の課題として後送りされたのである(14九とりわけ，社会政策に関する

調和化措置については，ウォルムセルの発言が示すように，調和化措置の先

行実施がフランスの要求だったのである。これはまさに，メッシーナから始
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まったとされるローマ条約交渉のなかの経済統合問題のハイライトだった社

会負担の問題の先取りだった(附。

ところで，このリントホルスト=ホーマンの証言を信じるならば，フラン

スの立場はねじれている。なぜなら，ウォルムセルが求めるような競争条件

の調和化はより多くの調整を必要とするのであり，それゆえ，多くの積極的

統合を志向するものでもあったが，この時点ではフランスは明白にそれを拒

否していたからである。他方で，オランダは経済統合の志向として自由化を

求めつつも，超国家的な権限が共同体に留保されることを明確に求めた。こ

れはつまり，フランスもオランダも，政策的志向性と制度的志向性が矛盾し

ていたことを意味している。この矛盾が取り払われない限り，均衡点はまだ

訪れないのであった。

1月の EPC委員会の報告書に盛り込まれた経済政策の協調と共同市場実

現の同時並行的実施という合意は，その意味で，大きな意味を持つものだっ

た。この合意は神学論的対立を棚上げして，政策的思考と制度的思考に関す

る六カ国の均衡はまだ確立は確立されなくとも，経済統合の実現に向けた歩

みを止めないことを合意するものであった。確かに統合路線をめぐる構造的

矛盾が六カ国に深く規定し， 1953年から 54年にかけての幾度にもわたる外

相交渉と専門家交渉は，政治的議論の停滞と経済的議論の対立の中で，遥々

として進まず最終的な合意もないままに EDCの崩壊による終罵を迎えた。

しかし，その歩みの内実を見れば，遅々とした経過にも関わらず確かな前進

がみられたのである。つまり，何が経済統合の実現に向けた障害なのかが議

論の中で明白になり，その障害を取り除くためには(たとえ当時取り巻いて

いた政治的環境では容易な実現は困難であるとしても)何が必要なのかを交

渉参加者が理解し，そして神学的な対立状況を妥協して棚上げしてより具体

的な問題を議論することで経済統合というプロジェクトを立ち消えさせない

プラクーマテイズムが， EPCにおける国際交渉にはあった。
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勿論， EPCにおける政治的危機状況が，共同市場の実現という経済統合

の試みに対する最終的な命運を分けたことの重みは，やはり大きL、。それは，

共同市場の実現という，錯綜した EPCの議論軸の中で最後まで粘り強く検

討が続けられたテーマを議論する場所そのものを消滅させたからである。し

かし，もう一度その議論のための場が復活した時，このテーマは極めて強い

影響力を統合全体に対して与えるのであるが，この問題については，また別

の論文を用意しなければならない。いずれにせよ， EPC構想が現実の統合

プロジェクトに対して与えた意義と議論の内容，そしてその射程は，以上の

ようなものであった。

EPC交渉の輪点

EPCはこうして， 1952年から 54年にかけての約 2年半の間，短くも濃

密な交渉を六カ国で繰り広げた。 EPCにおける交渉過程については以上に

して，最後に EPCが統合史と戦後ヨーロッパ(国際)政治史においてどの

ような論点を惹起するかについて，以下の五点を指摘しておきたL、。

① 政党と政策選好:第ーには， どのような政治勢力が EPCを推進した

のか/もしくは反対したのか，という点である。これまでの交渉過程の叙述

と分析から明らかなように， EPCで実現しようとされた共同体のイメージ

は幾つもあった。当時既に存在していたヨーロッパ国際組織モデルは ECSC

と欧州審議会しかない。 ECSCに比する超国家的組織として EPCを創設し

ようとしていた勢力とそうではない勢力が対立していたが，問題は，非超国

家的イメージが複数分かれていたことである。それは，関税同盟を基本とし

た国家連合的なものと，政府間的なもの，そして反統合の三つに分けること

ができょう。本論に登場したアクターおよび EPCと並行して進められた農

業統合交渉のアクターを国別と統合目標で配置したのが，表4である。

しかし，興味深いことに，ある特定の政治勢力がある特定の統合イメージ
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表 4 EPCおよび農業統合交渉のアクターの選好(箔弧内は所属政党)(119) 

超国家的 国家連合的 政府間的 反統合/自由貿易

テトジャン (MRP) モレ?(SFIO) ビドー (MRP)? ビドー (MRP)

フランス シューマン (MRP) ロランス (CNIP) ウォルムセル(外): 
フリムラン (MRP) フランス連合重視 | 

西 独
ブレンターノ (CDU)

ハルシュタイン(外)
ミューラー=アル エアハルト (CDU):I 
マック(経) 自由貿易重視

イタリア
スピネッリ デガスペリ?(DC) 

ベルギー
ドゥヒユース (PSB)

スノア(経:PSC) 
ファン・ゼーラン

スパーク (PSB) ド(PSC)

オランダ
マンスホルト (PvdA) ベイエン(銀行家) ドレース (PvdA): 

自由貿易重視

外:外務官僚 経:経済官僚

を持っていたかと断定するのは難しい。敢えていえば，政府間的もしくは反

統合を主張するのは，自由主義者(エアハルトもまた「オルドリベラリズム」

の信奉者であった)であった傾向は強く見られる点である。しかし，キリス

ト教民主主義者(保守派)と社会党(左派)はそれ自体で一大勢力を築いて

いたが，どちらが超国家的でどちらが国家連合的か，ということを言うのは

難しL、。むしろ，統合のなかの基底線を引いていたのは，また別の論点であ

る可能性が高い。その一つが，次の論点である海外領土問題である。

② 海外領土問題一一非交渉上の一大争点一一:フランスは，当初積極的

だった対 EPC政策を， 1953年 1月のシューマンからビドーへの外相の交代

に伴って消極的なものへと転換した。本論でも触れたように，その理由は，

フランスが海外領土を保有していたため，海外領土との特別な政治経済関係

とヨーロッパ内での統合とが両立しないとの考えが政府内で主流になったか

らであった。シューマンの超国家的統合からビドーの政府間的統合へ， ヨー

ロッパ統合重視から海外領土の保全と世界政治における存在感の重視へと，

この時フランス外交の路線転換がなされたのである。ただし，このような路
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線変更は単にビドーの就任だけが理由ではなく， 53年 2月のビドー邸での

秘密会議でも明らかだったように，パロディ，セイデュ，ウォルムセルといっ

たケド、ルセの外務官僚の主流派は統合に否定的だった。このような下地があっ

たからこそ，フランスは統合への抵抗を続けたのである。

フランスの抵抗が EPCを非成立にさせた主たる理由の一つだったにも関

わらず，この海外領土問題は， EPC交渉のなかで触れられたことは殆どな

かった。海外領土の問題は， 19世紀以降のヨーロッパ外交の遺産であり，

帝国の残浮であった。帝国の残津のなかに生きるのかそれとも分断された鉄

のカーテンの片側で西欧として結束するのか，議論の組上に上らなかったに

も関わらず，海外領土とヨーロッパとの関係は，フランスのみならずヨーロッ

パ全体の世界史的問題でもあった。海外の側から EPCに対する生産的な議

論もあったにも関わらず(黒田， 2011)， EPCはその極椅から逃れることは

できなかったのである。

⑤ EPCとプール・ヴヱール交渉ーーなぜEPCにおいて農業は蟻輸され

なかったのか:EPCの共同市場論において，人，財，資本の自由流通とい

う共同市場の基本概念と，社会負担の調整必要性が浮き彫りになった。しか

し，それ以上に不可解なのは， EPC交渉において農業問題が全くと言って

いいほど議論されなかったことである。確かに EPCにおける経済統合の議

論は，全般的統合という新しい経済統合の様式を実現するために必要な条件

と政策を探り出すことにあり，特定の経済セクターの実現まで踏み込んだ議

論は行われなかった。農業統合と全般的統合との関係は，二律背反的である。

というのも，農業統合は全般的統合においてはその一部であり，全般的統合

の実現は，ある意味で農業統合の実現も含む。しかし，実際のところ，ベイ

エンの共同市場構想はプール・ヴェール交渉の否定でもある。ベイエンの構

想に対して，マンスホルトが部分統合の方がより評価がある，と言ったのは，

ベイエンにヨーロッパ統合と農業統合の主導権を奪われたことへの悔しさだっ
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た。それは，ベイエンが一切農業統合には沈黙していたこととは対照的であっ

た。イギリスが同時期にそのように分析していたのはもっともなことだっ

た(1田〉。

もちろん，農業統合はすでに交渉が始まっていたので，ベイエン構想によっ

て直ちにこれが打ち切りになるとはまでは考えられていなかった。しかし，

全般的統合に必要な政策措置と農業統合に必要な政策措置は異なるだけでな

く，最終的な帰結も異なるのであった。ベイエンが提出した共同市場のアイ

ディアは，各国の外務官僚から注目を浴び(15ぺその導入を目指す技術的な

議論が巻き起こることとなった。ただし，全般的統合を導入とするには六カ

国間の条件は不均衡だった。どのような議論や政治的変動を経て，これらの

アイディアが合意に至るのかについては，また別の説明を必要とする。

④ EPCを取り巻く国際政治環境:EPCが議論されていた時期は，実は

冷戦期の転換点でもあった。 1953年 1月にはアイゼンハワーがアメリカ大

統領に就任し，同年3月5日，アドホック議会が EPC草案を採択したその

日は，スターリンが死去した日としてむしろ歴史には刻まれている。 EPC

交渉には，不思議なほど EPCが国際秩序のなかでどのような位置と役割を

果たすのかという点が全く議論されないが，その外側では国際政治の激流が

大きく波打っていた。

取り分け，このソ連への認識は当時の統合と表裏一体のものだった。なに

より西独にとって，ソ連の脅威認識の程度は国家の安全保障の根幹に位置す

るものだった。西独にとって， 1952年から 54年にかけての最大の外交問題

は欧州統合ではなく， 52年 3月のスターリン・ノートであり，それに伴う

再統一問題と西側安全保障秩序の確定なのであった。ヨーロッパ内に目を向

ければ，フランスとの聞にはザール問題が横たわっており， EPCによって

超国家的共同体を構築すること自体に，アデナウアーが利益を感じていたわ

けではなかろう。しかし， EPCはそれでも西側統合の一類型と言えなくは
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ないものであり，西独にとって一足飛びにヨーロッパに自らを編入できると

いう意味で，一定のメリットを与えるものだった。西独が一貫して EPC構

築に積極的だったのは，このような国際政治構造と，その裏側にあるソ連脅

威認識の継続があったからである。このようなソ連に対する脅威認識は，オ

ランダにもあった。ベイエンは，政権内のライバルでもあったマンスホルト

に対して，スターリン死去もソ連脅威の持続を前提としたヨーロッパの結束

を訴えている(15九

これとまったく正反対なのがファン・ゼーランドだった。彼は，スターリ

ンの死後ソ連が脅威ではなくなったとして， 53年9月にソ速に対して，非

常にラディカルなドイツ再統一計画を提案している。この計画とは， ドイツ

を再統ーと主権の完全回復と中立化させて， ドイツ領内からの NATO軍お

よびソ連軍を撤退させ， しかしソ連の許可のもとで統一ドイツは EDCに加

盟する，つまり統一同一にはドイツ軍も NATO軍もソ連軍も存在せず，た

だヨーロッパ草がその安全保障を担う， というものだった (Dujardin& 

Dumoulin， 1997: 222; Bar-Noi， 2008: 104)。このファン・ゼーランド案は，

ヨーロッパ統合の枠組みを維持しつつも，ソ連脅威の低下を受けてドイツ再

統一を第三勢力的に実現しようとする極めて野心的な構想だったが，それゆ

えに英米からは支持されなかった。ファン・ゼーランド案は，主権国家の集

合体としての EPCの彼の考えと合わせれば，当時のヨーロッパ統合が国際

政治構造そのものを突き崩す可能性を秘めていたと言えるだろう。しかし，

ファン・ゼーランド案は構築されつつあった NATOを基底とする西側安全

保障秩序と抵触するだけでなく， ドイツの運命に一喜一憂するフランスにとっ

ても受け入れ難いものだった。

このように考えると，イギリスが EPCを全く実現不可能な計画として極

めて冷やかに眺めていたように， EPCは実は最初からある種の構造に当て

はまることが期待された構想だったのである。実現不可能と考えられていた
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のが大事なのではなく，語られざる諸前提としての冷戦のなかに当てはまら

なければならなかったのにもかかわらず， EDCの枠組みから脱しようとす

る理想主義的な構想が， EPCの存在論的ジレンマを物語っていた。

⑤ EPCにおけるニつの rSuiGenerisJ 最後に EPCに対する論点とし

て， EPC交渉のなかで二つの異なる iSuiGenerisJが登場したこと，そし

てそれと関連して， EPCという「ヨーロッパ連邦」への試みとして受け取

られていた構想のなかで、どのように超国家性が考えられていたかということ

を取り上げたL、。 EPC交渉の席上，何回か iSuiGeneris (スイ・ジェネリ

ス)という用語が登場した。この用語は， ヨーロッパ統合が実際に国家を超
イ・ジェ ネ リ

えた統合を実現しており他に類を見ない独自の存在として，つい最近までヨー

ロッパ統合の形容詞として多用されていたものである。つまり， EUなり

EECなりのヨーロッパ共同体は SuiGenerisである，という使い方である。

EPC交渉においても， これに近い使い方があり，それは加盟国とも連邦と

も異なる独自の法人格を有するというものだった(J田)。

他方で EPC交渉には，もう一つの SuiGenerisの用法も登場した。本論

でも取り上げた，閣僚理事会の位置づけを巡っての使用法である。ヨーロッ

パ共同体が独自の類なき存在であるとしての SuiGenerisの用法が何時から

始まったのかは，実は不明である。しかし，この時点での閣僚理事会の Sui

Generisの用法は興味深し、。国家ではない EPCのなかで権力的機構である

にも関わらず，三権分立のどの機関に属していない閣僚理事会は，それでも

ナショナルな要素と超国家的な要素を共同体内で架橋する役割が期待された。

このような宙に浮くハイブリットな要素こそ，ヨーロッパ統合の SuiGeneris 

を支えるものだったのである。
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おわりに:ローマからローマヘ

領域が限定されないヨーロッパ共同体の成立，すなわちヨーロッパ国家が

一つの新しい殻をまとうヨーロッパ連邦国家の成立として期待された EPC

は，条約草案が批准されることもなく歴史の中に消えていった。 EPCの設

立条約草案は「ヨーロッパ憲法」と認識され，ヨーロッパ大の二院制による

民主主義統制のとれた共同体，対外政策権限の保有，ヨーロッパ軍，共同市

場など，実現していれば，現在のヨーロッパに深く根ざしている EUに匹敵

するような強力なヨーロッパ共同体が成立していたのかもしれなL、。しかし，

その権限の移譲のされ方を見れば， EPCが想定していた権限は限定的で，

決して政治全般の統轄を可能とするものではなかった。 EPCは西独再軍備

問題に時間稼ぎをするための EDCの副産物として，その政治統合の射程は

取り分けフランスによって真剣に検討されず，政治的に検討しようとする西

独にとってもそれは完全なヨーロッパ連邦をもたらすものではなかった。

EPCには，連邦国家として機能することを阻止するために二重のブロック

がかけられていた。 ECSCとEDCをカバーする共同体としての EPCは，

ナショナルな拒否権によって新しい権能の獲得がブロックされる一方で，通

常の意思決定においても，ナショナルな政府の代理人とヨーロッパレベルの

人材が混在する閣僚理事会が政策の執行を行うからである。

その意味で， EPCが仮に成立していたとしても，それは決して従来考え

られていたようなヨーロッパ連邦の成立ではなく，むしろより制限的で超国

家的要素と政府間要素が混合する政治システムを抱くヨーロッパ共同体が成

立していた可能性が高い。ヨーロッパ統合の成立期のストーリーをめぐって

は， しばしばシューマン・プランが灯した超国家的統合の灯が EDCをめぐ

る加盟国の主権に対する拘りによって消えたように言われることがある。超
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国家的統合に向かうことが自体に価値判断を挟めば，そのように言うことも

できるかも知れないが，実際のところ， EPCですら，その「超国家性」の

中身は加盟国による管理を前提としていたものだったのである。その意味で，

EPCが統合史にもたらしたものは，単なる残念賞感覚が漂うエピソードで

はなく，むしろ，単一の連邦国家としてではなく，超国家的要素と国家的要

素の混交物としての統合という姿を，最初からその制度のなかに刻印したこ

とであった。

他方で， EPC交渉の後半は全般的共同市場概念の検討が主限となった。

ローマ条約交渉で大きく問題になる共岡市場成立に伴う技術的な障壁の概要

は， EPC交渉においでほぼ明らかになっていた。ローマ会談から EPC委員

会にかけて何度も問題となる独蘭・仏聞の統合の調和化と自由化をめぐる議

論は，ローマ条約交渉における共同市場議論に再登場するが，その時には多

くの問題は妥協に成功した。 EPCの失敗は，統合における政治的妥協と経

済的ロジックの相克，そして政治の経済に対する優越を物語っている。

とはいえ， EPCがこの時期にあって「隠れ蓑」という本質を脱すること

がなかったのは確かであり，その意味で EPCの構想、に過度の意味を見出す

べきではなL、かも知れない。しかし， EPCの無意味さとは，それが絵に描

いた餅だったから無意味だったのではなL、。 EPCにおいては調和化と自由

化に対する政治的状況が十分に用意されておらず，ヨーロッパと外部におけ

る均衡状態も達成されていなかった時代状況を突破できなかったことである。

それゆえ， EPCが提示した最善解は当時の最善解ではなかったが，時代状

況の移り変わりによって実際の解として成立しえることになるのである。そ

の意味で， EPCはEDCと共に滅びた構想、でもなければ，理想主義的な先進

性ゆえに評価されるべき構想でもない。それは，ローマ条約交渉の前奏曲に

他ならなかった。それゆえ， EPC交渉のハイライトであるローマ外相代理

会議はメッシーナ以後のローマ条約交渉の前哨戦であり，ローマ条約交渉は
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リピートだった。ローマからローマへ， ヨーロッパ統合は一周囲って，ょう

やくもう一つ上の段階にステップアップすることになるのである。

このように， EPCはEECのある種のプレヴァージョンだった。 EPCの

意思決定の中核に位置する，ナショナルな要素とヨーロッパの要素の混合物

である閣僚理事会は，主権国家の集合体であると同時に，超国家的な組織の

性格を備えていると考えられた。このような EPC構想における閣僚理事会

の姿は，その後の EECにおいても引き継がれる。ハルシュタインは，閣僚

理事会を EPCのなかで三権のどこにも属さないというややネガティブな意

味で，それ以外に類似物がない独自な存在と見倣したが，この閣僚理事会こ

そが，主権と超国家性の双方を架橋する性格を持つ，それ以外に類似物がな

い独自な存在だった。 EPCは一つのヨーロッパを作り上げることを目指し

ていたというよりも，超国家的な共同体と政府間的な綱引きが可能なダイナ

ミクスを混合させた，より複層・多次元なヨーロッパを最初から作ろうとし

ていたのである。現在の EU統治の原型が EPCにあるのだとすれば，それ

は単なる歴史的な系譜としてではなく，制度的な理念においてそうなのであ

る。

本論考は， 日本学術振興会科学研究費(若手研究 B)および，明治大学在外研究

制度による研究成果の一部である。なお，入稿後に新規文書館史料を参照したため，

校正時において第六節を大きく加筆修正することとなった。その結果，ローマ外相

代理会議に関する分析を第六節として独立させ，その後の展開を第七節へと分節化

した。それゆえ，本稿前篇(第 81巻，第 1・2号)掲載の目次から変更がなされて

いる。
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(]5!) メッシーナからローマ条約交渉に至る EECの成立過程において大きな役割

を巣たしたベルギーのスノアは， 1953年 6月の時点で，ベイエン構想が想定

する共同市場の計画に対して，政治共同体と一体的に進めていくことを，ベル

ギー省庁間協議の場で提案している。その後もスノアは一貫して，共同市場と

いう経済統合と政治統合の一体的展開を，ローマ条約交渉まで求めていた

(Dujardin & Dumoulin， 2010: 274)。
(]52) Brief， s.d. IISG， Archief Mansholt， 86. 

(]53) Ophuls， Aufzeichnung， 19.2.1954， '‘Verhandlung uber die Europaische 

Gemeinschaft". p.280. Supra note 140. 
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